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あいさつ 

 

健康で心豊かな生活を送ることは、私たちの共通の願いです。 
日本人の平均寿命が延びる一方、生活習慣が起因すると考えられ 
る病気も増加傾向にあります。これらの病気は、寝たきり、要介 
護者の増加にもつながり、我が国において、深刻な社会問題とな 
っています。 
本市においても、平成２８年４月１日には、高齢化率が２７．０８％となるなど、超高

齢化が進行するとともに、要介護（要支援）認定者数も年々増加しています。 
久喜市では、全ての市民の皆様が、健康で心豊かに生活ができることを願い、平成２４

年３月に「久喜市健康増進計画（平成２４年度～２８年度）」と「久喜市食育推進計画（平

成２４年度～２８年度）」を策定しました。 
そして、この両計画に基づき、関係団体と地域の皆様が、互いに連携を取り合い、市民

の健康づくりと食育の推進に努めていただきました。その一つに「久喜市健康・食育まつ

り」があります。これは、市民の皆様に健康づくりと食育の重要性を周知し、実践化を図

ることを目的に、健康・食育まつり実行委員会と本市が共催で行った事業です。工夫改善

を重ね５年間実施してまいりましたが、その成果は市民の皆様の意識を徐々に変容させて

きていると考えます。 
平成２４年３月に策定されたこの両計画も、平成２９年３月で終了となることから、こ

のたび「第２次健康増進・食育推進計画（平成２９年度～３４年度）」を策定いたしまし

た。計画策定に当たっては、前計画の内容、推進方法等の見直しを行うとともに、「健康

づくり」と「食育」は密接な関係にあることから、より実効性を高めるために、これまで

の２つの計画を１つの計画として策定しました。 
本市といたしましては、この「第２次健康増進・食育推進計画」が市民一人ひとりの健

康づくりと食育の推進に大いに活用され、皆様が心身共に、健康で活力ある生活を送られ

ることを切に願っています。 
今後も、この計画を推進し、実効性のあるものにしていくために、本市とともに、関係

団体、地域の皆様が連携を図っていただき、数々の取り組みを実践いただきましたら幸い

です。どうぞ、市民の皆様、各種事業に積極的にご参加いただき、ご自身の健康づくりと

食育推進にお励みいただきますようお願い申し上げます。 
結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました市民の皆様、久喜市健

康づくり推進会議、久喜市食育推進会議の皆様をはじめとする関係の方々に心から感謝を

申し上げます。 

 

平成２９年 ３月 
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１ 社会的背景 

（１）健康づくり   

日本人の平均寿命は、生活環境の改善や医学の進歩等により急速に伸び、我が国は、世

界有数の長寿国となりました。その一方で、食生活・運動習慣などの生活習慣を起因とす

る悪性新生物（以下「がん」という。）・心疾患・脳血管疾患・糖尿病などの生活習慣病

が増えるとともに、疾病や加齢に伴う認知症や寝たきり等の要介護状態となる人が増加す

るなど、急速な高齢化の進行は、深刻な社会問題となっています。 

このような状況を踏まえ、生活習慣病の発症予防や重症化予防、要介護状態の減少、社

会生活を営むために必要な機能の維持向上を図るなど、健康寿命（健康で自立して生活で

きる期間）の更なる延伸や生活の質※１（ＱＯＬ＝クオリティ・オブ・ライフ）の向上を実

現するための取り組みは重要であります。 

全ての人々が、健やかで心豊かに生活できる、活力ある社会とするため、健康づくりの

実践が必要となっています。 

 

（２）食育  

 我が国の食を取り巻く社会環境は、大きく変化し、食に関する価値観・ライフスタイル

等の多様化が進んでいます。このような中、国民の食に関する意識の変化とともに、世帯

構造の変化や様々な生活状況により、健全な食生活を送ることが困難な場面も増えてきて

います。 

国民の食生活においては、塩分の過剰摂取や野菜の摂取不足等の栄養の偏り、朝食の欠

食に代表されるような食習慣の乱れが見られます。これらに起因する、肥満や生活習慣病

の課題、若い女性のやせや高齢者の低栄養傾向等の健康面での問題も、引き続き指摘され

ています。 

また、各地で育まれてきた伝統的な食文化に関する意識が薄れ、失われていくことも心

配されています。さらに、我が国は、食料を海外に大きく依存する一方、大量の食品廃棄

物を発生させていることから、食品ロス※２の削減等、環境に配慮することも必要です。 
今後も、高齢化が急速に進む我が国においては、健康寿命の延伸は重要な課題であり、

食育の観点からも積極的な取り組みが必要です。 

 

 

 

※１生活の質（QOL）：物理的な豊かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含め

た生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念。 

※２食品ロス：食べられたにもかかわらず、捨てられた食品のこと。 
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２ 国や県のあゆみ 

年 月 国 埼玉県 

平成12年 3月 「21 世紀における国民健康づくり運

動（健康日本 21)」（以下「健康日本

２１」という。）の開始 

 

 

 

13年 10月  すこやか彩の国 21プラン策定（～Ｈ22年度） 

15年 5月 「健康増進法」施行  

17年 7月 「食育基本法」施行  

 12月  ｢ヘルシー・フロンティア埼玉行動計画～すこ

やか彩の国 21プラン（2006-2012）｣策定    

18年 4月 食育推進基本計画策定（～Ｈ22年度）  

Ｈ１８．10月 「自殺対策基本法」施行  

19年 4月 「がん対策基本法」施行  

     6月 がん対策推進基本計画（第 1期）策定 

（～Ｈ２３年度） 

 

20年 2月  すこやか彩の国 21プラン「新たな項目の追加」 

 4月 健康日本 21改訂・施行 食育推進計画の策定（～Ｈ24年度） 

     9月  自殺対策推進ガイドライン策定 

23年 3月  「ヘルシー・フロンティア埼玉行動計画～すこ

やか彩の国 21プラン（2006―2012）」 

中間評価及び 2年間の延伸 

 4月 第２次食育推進基本計画策定 

（～Ｈ27年度） 

 

 

Ｈ２３． 8月 「歯科口腔保健の推進に関する法律」施行  

24年 6月 がん対策推進基本計画（第 2期）策定 

（～Ｈ28年度） 

 

25年 4月 健康日本 21（第２次）の開始 

（～Ｈ34年度） 

・健康埼玉 21 策定(～健康長寿埼玉の実現に向

けた基本的な方針～)(～Ｈ34年度) 

・健康長寿計画策定 （～Ｈ27年度） 

・食育推進計画（第２次）策定（～Ｈ27年度） 

・歯科口腔保健推進計画策定（～Ｈ27年度） 

28年 4月 ・「自殺対策基本法」(３月改正)施行 

・第３次食育推進基本計画 

（～Ｈ32年度） 

 

・健康長寿計画（第２次）策定（～Ｈ30年度） 

・食育推進計画（第３次）策定（～Ｈ30年度） 

・歯科口腔保健推進計画(第２次)策定 

（～Ｈ30年度） 
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３ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の目的と法的位置づけ  

■「健康増進法」第８条第２項に基づく健康増進計画及び「食育基本法」第１８条第１項

に基づく食育推進計画として位置づけるものです。 

■健康づくりと食育を総合的、計画的に推進するために策定します。 

■国の「健康日本２１（第２次）」、「第 3次食育推進基本計画」、県の「健康埼玉２１」

「健康長寿計画（第２次）」、「食育推進計画（第３次）」と整合を図っています。 

■「自殺対策基本法」と整合を図っています。 

■県の「自殺対策推進ガイドライン」と整合を図っています。 

■本市の総合振興計画をはじめ、健康づくりや食育に関連のある各種計画と整合を図って

います。 

 

（２）健康増進計画と食育推進計画の一体的策定の意義  

本市では、平成 24 年 3 月に、健康増進法に基づく｢久喜市健康増進計画｣と食育基本

法に基づく「久喜市食育推進計画」を策定し、それぞれ 5 年間推進してきました。両計

画を推進する中で、健康と食は密接な関係にあることから、健康づくりと食育を一体的に

推進してきた経緯があります。 

また、両計画は、計画全体を地域ぐるみで推進する体制づくりが、ともに必要であるこ

とから、健康づくりと食育を総合的かつ一体的に推進することで、計画の実効性がより高

まることが期待されます。 

そのようなことから、本市では、｢久喜市健康増進計画｣と「久喜市食育推進計画」の第

２次計画を一体化し、「第 2次久喜市健康増進・食育推進計画」（以下「本計画」という。）

として策定することにしました。 
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４ 他の計画との関係 

本計画と関連する計画との関係は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 県 

第
３
次
食
育
推
進
基
本
計
画 

健
康
日
本
２１
（
第
２
次
） 

食
育
推
進
計
画
（
第
３
次
） 

健
康
長
寿
計
画
（
第
２
次
） 

健
康
埼
玉
２１ 

 
 

本市の関連計画と整合を図っています。 

 久喜市総合振興計画 

 地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 久喜市教育振興基本計画 

 久喜市障がい者計画・障がい福祉計画 

 第４期久喜市障がい福祉計画 

 久喜市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画 

 久喜市子ども・子育て支援事業計画 

 第 2次久喜市健康増進・食育推進計画 

 久喜市特定健康診査等実施計画 

 (仮称)久喜市国民健康保険保健事業実施計画 

（データヘルス計画） 

 (仮称)久喜市スポーツ推進計画 

 等    

久喜市 



５ 計画の期間 

 
6 

５ 計画の期間 

「久喜市総合振興計画（基本構想）」は、本市の最上位計画であり、計画期間が平成

25年度から平成 34年度までの 10年間となっていることから、その計画との整合性を

図るため、本計画の期間を、平成 2９年度から平成３４年度までの６年間とします。 

 法律の改正や社会情勢の変化等により、本計画の見直しが必要な場合には、見直しを

行い、柔軟に対応することとします。 

        年度 

区分 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

国 

健康日本 21           

食育推進基本計画 

 

          

県 

健康埼玉２１           

健康長寿計画           

食育推進計画           

久

喜

市 

総合振興計画（基本構想） 

総合振興計画（基本計画） 

 

          

健康増進計画 

・食育推進計画 

 

 

 

 

 

       

市

民

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

／

計

画

の

評

価

 

計

画

の

見

直

し

 

 

 

 

平成 

前期基本計画 後期基本計画 

第 2次 

第３次 第 2次 

第３次 

第 2次 第１次 

第 2次 

第２次 第１次 

H24～H28 
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６ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、公募委員、健康づくり・食育等関係団体に属する者、学

識経験者で構成される「久喜市健康づくり推進会議」並びに「久喜市食育推進会議」を

それぞれ開催し、検討、審議を重ねてきました。さらに、必要に応じて、合同会議を開

催しました。 

また、庁内においては、関係各課による「久喜市健康づくり推進庁内連絡会議」及び

「久喜市健康づくり推進庁内連絡会議作業部会」並びに「久喜市食育推進庁内連絡会議」

及び「久喜市食育推進庁内連絡会議作業部会」を合同で開催し、策定を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり推進会議と食育推進会議の合同会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置：久喜市健康づくり推進庁内連絡会議規程 

   久喜市食育推進庁内連絡会議規程 

役割：久喜市健康増進計画作成についての検討及

び進行管理、施策の推進 

久喜市食育推進計画案の作成についての

検討及び進行管理、施策の推進 

委員：生活安全課、環境課、農業振興課 

商工観光課、障がい者福祉課、介護福祉課 

子育て支援課、保育課、中央保健センター 

国民健康保険課、公園緑地課、学務課 

指導課、生涯学習課、中央公民館 

 

設置：久喜市健康づくり推進会議条例 

役割：久喜市健康増進計画の作成及びそ  

の施策の推進 

委員：公募委員、健康づくりに関する関係

団体に属する者、学識経験者 

 

 

設置：久喜市食育推進会議条例 

役割：久喜市食育推進計画の作成及びそ  

の施策の推進 

委員：公募委員、食育に関する関係団体に

属する者、学識経験者 

久喜市健康づくり推進会議 

久喜市食育推進会議 
作業部会（担当者会議） 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会議 

（健康づくりに関する担当課長会議） 

久喜市食育推進庁内連絡会議 

（食育推進に関する担当課長会議） 
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１ 久喜市の概要 

 利根川をはじめとする豊かな水辺と屋敷林など緑に恵まれた本市は、田園都市として栄

えてきましたが、東北縦貫自動車道や首都圏中央連絡自動車道をはじめとする道路網、鉄

道等による広域的な交通網の発達により、埼玉県東北部の中心都市として発展しています。 

ここでは、本市の健康づくり・食育推進の課題に迫るため、人口動態などの基本的な 

データや市民アンケート調査等から現状を把握しました。 

（１）地域の特性  

① 人口と世帯数の推移 

 人口は、減少傾向にあります。一方、世帯数は増加しており、核家族化や単身世帯の増

加が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

  
157,007 156,562 155,879 155,507 154,997 154,396 154,224 

60,341 60,963 61,463 61,578 62,251 62,806 63,661 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

210,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

（世帯数）
（人） 人口と世帯数の推移

人口 世帯数

図 1 

資料：住民基本台帳（外国人を含む） 各年 4月 1日現在 



１ 久喜市の概要 

 
11 

② 人口構造（平成 28年 4月 1日現在） 

 男女ともに、６５歳から６９歳の人口が最も多くなっています。 

 

③ 少子化の状況 

 合計特殊出生率※は、平成２４年以降、増加傾向にありますが、埼玉県より低い値で推

移しています。 

 

 

 

2,729

3,184

3,275

3,556

3,885

3,969

4,492

5,175

6,324

5,446

4,796

4,828

5,988

7,091

5,042
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931

319

62

5

0

2,662 

2,965 

3,166 

3,419 

3,673 

3,657 

4,198 

4,685 

5,680 

5,009 
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4,899 

5,971 

7,314 

5,137 

3,977 

2,887 

1,870 

870 

265 

35 

1 

8,000 6,000 4,000 2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000
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10～14歳

15～19歳

20～24歳
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45～49歳
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（人）（人）

人口ピラミッド（年齢別・男女別人口）

男性 女性

1.32
1.28 1.29

1.33 1.31

1.39

1.19

1.09 1.09 1.11 1.13

1.21

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

合計特殊出生率の推移

埼玉県 久喜市

資料：住民基本台帳 

資料：埼玉県保健統計年報 

図 2 

図 3 

※合計特殊出生率：合計特殊出生率は、出生率計算の際の分母の人口数を、出産可能年齢（15～49歳）

の女性に限定し、各年齢ごとの出生率を足し合わせ、一人の女性が生涯、何人の子供を

産むのかを推計したものです。 
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④ 高齢化の状況 

高齢化率は、年々増加しており、埼玉県より高い値で推移しています。 

 

  

⑤ 平均寿命と 65歳健康寿命※ 

 平均寿命、65歳健康寿命は、ともに微増傾向にあります。男性は、女性より平均寿命・

65歳健康寿命が短くなっています。 

 

 

 

 

 

 

20.6
21.7

22.7
23.7

21.5
22.9

24.2
25.6

14
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24

26

28

平成24年 平成25年 平成26年 平成２７年

（％） 高齢化率の推移

埼玉県 久喜市

79.61 79.76 79.80 79.87 79.98

85.72 85.94 85.99 85.82 86.07

16.85 17.08 17.18 17.19 17.35

19.74 19.89 19.95 20.11 20.10

15

17

19

21

23

25

65

70

75

80

85

90

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年

65歳健康寿命（年）平均寿命（歳）

平均寿命と６５歳健康寿命の推移

平均寿命（男性） 平均寿命（女性）

６５歳健康寿命（男性） ６５歳健康寿命（女性）

資料：埼玉県の健康指標総合ソフト 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年 1月 1日現在） 

※65歳健康寿命：65歳の方が自立した生活を送

ることができる期間のことで、具

体的には 65歳から要介護２以上

になるまでの平均的な年数を埼玉

県が独自で算出しています。 

６５歳平均余命 

６５歳健康寿命 要介護期間 

65歳 死亡 

要介護２ 

図 4 

図 5 
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（２）「健康と食」に関する状況  

① 死因別死亡割合 

 平成２６年の死因別死亡割合では、死因の第 1 位はがん２８．９％、次いで心疾患１７．１％、

肺炎１１．２％、脳血管疾患１０．８％の順であり、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は８位です。 

 また、平成２２年から平成２６年までの中年期（４５歳～６４歳）の死因別死亡割合では、がん

が約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 要介護（要支援）認定者数と 65歳以上認定率 

 要介護（要支援）認定者数、65歳以上認定率は、ともに増加しています。 
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12.53 12.54
12.63

12.88

13.19

13.46

11

12

13

14

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年

（％）（人） 要介護（要支援）認定者数と６５歳以上認定率の推移

認定者数（人） ６５歳以上認定率（％）

がん, 28.9 

心疾患（高

血圧性を除

く）, 17.1 肺炎, 11.2 

脳血管疾患, 

10.8 

老衰, 3.5 

不慮の事故, 

2.4 

自殺, 2.4 

慢性閉塞性

肺疾患, 1.5 

その他, 

22.1 

死因別死亡割合（平成26年）

がん, 45.6 

心疾患（高

血圧性を除

く）, 16.0 

脳血管疾患, 

7.4 

自殺, 7.0 

不慮の事故, 

3.5 

肺炎, 2.9 

肝疾患, 2.5 

糖尿病, 1.1 

その他, 

13.9 

中年期（45歳～64歳）の死因別死亡割合

（平成22年～平成26年）

資料：人口動態統計 

資料：介護福祉課 基準日 3月 31日 

図６ 図７ 

資料：人口動態統計 

図８ 

（％） 
（％） 

＊小数点第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 
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③ 国民健康保険の総医療費等 

国民健康保険の被保険者数は減少していますが、総医療費は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 国民健康保険被保険者の特定健康診査受診率等 

 国民健康保険被保険者の特定健診受診率は、上昇していますが、平成 27年度目標値で

ある５割に届いていません。男女別では、男性より女性のほうが特定健康診査受診率は高

くなっています。 

特定保健指導実施率は、男女とも下降しています。 
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資料：国民健康保険事業状況報告書 

資料：国民健康保険課 法定報告 

図 10 

図９ 

注：被保険者数は各年度の年間平均 
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⑤ がん検診受診率 

 がん検診のうち、大腸がん検診の受診率は上昇しており、3割を超えています。一方、

胃がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診の受診率は、ほぼ横ばいで推移し

ています。 

 

 

 

⑥ 自殺者数 

自殺者数は、平成２３年をピークに減少傾向でしたが、平成２６年は増加に転じてい

ます。男女別で見ると、男性の人数が女性を上回っています。 
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資料：人口動態統計 

資料：中央保健センター 

図 11 

図 12 
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⑦ 総農家数と農家人口 

 総農家数、農家人口ともに減少しています。 

 

 

⑧ 農産物 

市内で生産されている農産物の中で、梨、いちごは埼玉県内でトップクラスの栽培面積

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県内での、水稲の栽培面積(平成 26～27年) 

市町村 栽培面積(ha) 順位 

加須市 4,900.0 １位 

熊谷市 2,380.0 ２位 

行田市 2,150.0 ３位 

久喜市 1,990.0 ４位 

鴻巣市 1,950.0 ５位 
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埼玉県内での、梨の栽培面積(平成 18年) 

市町村 栽培面積(ha) 順位 

久喜市 105.0 １位 

白岡市 76.0 ２位 

蓮田市 63.0 ３位 

神川町 56.0 ４位 

加須市 47.0 ５位 

埼玉県内での、いちごの栽培面積(平成 22年産) 

市町村 栽培面積(ha) 順位 

吉見町 17.0 １位 

久喜市 11.0 ２位 

加須市 8.2 ３位 

本庄市・ 

川島町 
7.8 ４位 

 

図 13 

資料：久喜市農業農村基本計画 

資料：久喜市農業農村基本計画 

資料：久喜市農業農村基本計画 

表 1 表 2 

表３ 

資料：農林業センサス 
注：平成 7年、12年、17年は旧 1市 3町の合計 
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２ 第 1 次計画（平成 24～28 年度）の評価と考察 

 第 1次の健康増進計画と食育推進計画の策定にあたり、その基礎資料とするため、平成

22年度に市民アンケート調査を実施しました。両計画の取り組みの成果を評価するため、

その調査項目の一部を目標値として設定しています。 

計画の推進状況を把握し、評価を行うため、平成 27年 9月から 10月にかけて、次の

とおり市民アンケート調査を実施しました。 

（１）市民アンケート調査の実施  

 市民調査 中学生調査 小学生調査 

目 的 

平成22年12月調査の結

果と比較することで、市民

の健康づくりや食育に対

する意識や行動の変化を

把握します。また、調査結

果から見えてくる現状や

課題を整理し、第 2次計

画の基礎資料とします。 

生涯を健康に過ごすためには、子どもの頃からの健康

づくりや食育が大切です。小中学生の生活習慣などの

現状を調査することで、調査結果から見えてくる現状

や課題を整理し、第 2次計画の基礎資料とします。 

調査対象者 １６歳以上の市民 中学２年生 小学５年生 

抽出方法 無作為抽出 
市内公立中学校１１校 

２学年１クラス 

市内公立小学校２３校 

５学年 1クラス 

調査方法 郵送配布・回収 学校配布・回収 学校配布・回収 

対象者数 ２，０００人 ３５８人 ６６８人 

回収率 ４４．９％ ９５．０％ ９７．９% 

調査時期 平成２７年９月１５日から１０月３０日まで 

＊P39以降のグラフの（ｎ＝○○）は回答数です。 

16歳以上は 16歳以上の市民、中学生は市内公立中学校 2年生、小学生は市内公立小学校 5年生です。 

＊調査結果の比率は、小数点以下第 2位を四捨五入。このため、合計が 100％にならないこともありま

す。また、複数回答の質問は、回答数を 100％としているため、合計が 100％を超えます。 

 

年代 16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 

男性 10 25 41 50 60 106 94 32 

女性 10 28 47 65 81 118 91 33 

合計 20 53 88 115 141 224 187 65 

（結果については市ホームページに掲載しています。） 

回答数 ＊性別無回答があるため、合計が合わない場合があります。 表 4 再掲 

16歳以上 20歳以上 

41９ 408 

473 463 

89８ 873 
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（２）健康増進計画の各分野における評価と考察  

  市民アンケート調査の結果や所管課が行う事業の結果などから、計画の指標の進捗状

況を把握し、評価及び考察を行いました。 

 栄養・食生活 

○「朝食を食べない市民の割合」のうち、中学生は減少し、改善していますが、２０歳代

男女、３０歳代男性は逆に増加しており、目標値を下回っています。今後も引き続き、

若い世代、特に男性に対する朝食の重要性を啓発する取り組みが必要です。 

○「自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している市民の割合」は、２０

歳以上の男女ともに減少し、目標値を下回っています。一方、「肥満者等の市民の割合」、

ＢＭＩ※が「18.5未満の者」と「25.0以上の者」も、ともに減少し、改善されていま

す。今後も、個に応じた適正な食事量の周知や啓発を強化していく必要があります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成 22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成 27年度 

目標値 

評価 

１ 

朝食を食べない市

民の割合の減少 

中学生 4.0% 2.6% 0% ○ 

20歳代男性 11.8% 24.0％ 10％以下 × 

20歳代女性 13.5% 14.3％ 10％以下 × 

30歳代男性 16.2% 24.4％ 15％以下 × 

２ 

自分の適正体重を

維持することので

きる食事量を理解

している市民の割

合の増加 

20歳以上 

男性 

59.5% 44.1% 80％以上 × 

20歳以上 

女性 

68.5% 55.9% 80％以上 × 

３ 

肥
満
者
等
の
市
民
の 

割
合
の
減
少 

ＢＭＩ：

18.5未満

の者 

20歳代女性 26.9％ 25.0％ 15％以下 ○ 

ＢＭＩ：

25.0以上

の者 

20～60歳代 

男性 

28.6％ 23.4％ 15％以下 ○ 

〃 
40～60歳代 

女性 

16.2％ 11.4％ 15％以下 ◎ 

  

表 5 
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身体活動・運動 

○「意識的に運動を心がけている市民の割合」は、男女ともに増加し、目標値を上回って

います。また、「何らかの地域活動に参加している市民の割合」も増加し、改善してい

ます。身体活動・運動についての市民の意識が高まっていると考えられます。 

○「日常生活における歩数」については、２０歳以上の男女は、ともに減少し、平成２２

年度より下回り、改善が見られませんでした。一方、７０歳以上の男女については、と

もに増加し、改善しています。今後は、特に若い世代に対し、身体活動の増加や運動の

習慣化を働きかける取り組みが必要です。  

 

 ◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 
対象者 平成22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成 27年度 

目標値 

評価 

４ 

意識的に運動を

心がけている市

民の割合の増加 

20歳以上 

男性 

65.3% 72.3% 70％以上 ◎ 

20歳以上 

女性 

60.8% 70.6% 65％以上 ◎ 

５ 

日常生活におけ

る歩数の増加 

20歳以上 

男性 

5,467歩 4,851歩 6,500歩以上 × 

20歳以上 

女性 

4,596歩 4,069歩 5,500歩以上 × 

再掲 

70歳以上男性 

4,831歩 4,948歩 5,800歩以上 ○ 

再掲 

70歳以上女性 

3,346歩 3,412歩 4,300歩以上 ○ 

６ 

何らかの地域活

動に参加してい

る市民の割合の

増加 

60歳以上 

男性 

31.5% 36.2% 40％以上 ○ 

60歳以上 

女性 

31.1% 31.4% 40％以上 ○ 

 

 

※ＢＭＩ：「ボディ・マス・インデックス」の略で、体重と身長の比率から肥満度を求める計算式です。

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

 

 

表 6 

肥満度の判定 

ＢＭＩ 判定基準 

１８．５未満 やせ 

１８．５以上２５．０未満 適正体重 

２５．０以上 肥満 

 



２ 第 1次計画（平成 24～28年度）の評価と考察 

 
20 

休養・こころの健康 

○「ストレスを感じた市民の割合」は、平成 22年度より減少し、改善しています。 

また、「睡眠による休養を十分にとれていない市民の割合」も、平成２２年度より減少

し、目標値を上回っています。 

○自殺者数は、平成 22年度より減少し、改善しましたが、更なる改善をめざす必要があ

ります。今後も、相談しやすい環境づくりや相談先の周知を図る必要があります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成 22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成 27年度 

目標値 

評価 

７ 
ストレスを感じた市

民の割合の減少 

16歳以上 69.9% 68.6% 60％以下 ○ 

８ 

睡眠による休養を十

分にとれていない市

民の割合の減少 

16歳以上 18.2% 17.5% 18％以下 ◎ 

９ 
自殺する市民の減少 

（自殺者の減少） 

全世代 40人 33人 

（平成 26年） 

30人以下 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 7 



２ 第 1次計画（平成 24～28年度）の評価と考察 

 
21 

たばこ・アルコール 

○「喫煙が及ぼす健康影響についての知識の定着」については、多くの疾病については改

善されましたが、「妊娠に関連した異常」は改善が見られませんでした。また、「効果

の高い分煙に関する知識」については、１６歳以上の女性は改善が見られましたが、男

性は改善が見られませんでした。今後も、喫煙が健康に及ぼす影響についての啓発を行

う必要があります。 

○「多量に飲酒する市民の割合」は、男性は改善しましたが、女性はわずかに増加し、改

善が見られませんでした。引き続き、適切な飲酒量やアルコールが健康に及ぼす影響に

ついて啓発する必要があります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成 22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成 27年度 

目標値 

評価 

10 

喫煙が及ぼ

す健康影響

についての

十分な知識

を知ってい

る市民の割

合の増加 

肺がん 16歳以上 86.8％ 90.9％ すべて 100％ ○ 

気管支炎 16歳以上 62.2% 65.0% ○ 

喘息 16歳以上 52.2％ 54.9% ○ 

妊娠に 

関連した 

異常 

16歳以上 50.0％ 49.1% × 

脳卒中 16歳以上 40.2％ 45.4% ○ 

心臓病 16歳以上 38.6％ 46.4% ○ 

歯周病 16歳以上 22.8％ 30.3% ○ 

胃潰瘍 16歳以上 16.5％ 21.2% ○ 

11 

効果の高い分煙に関

する知識を知ってい

る市民の割合の増加 

16歳以上 

男性 

70.3% 65.6% すべて 100％ × 

16歳以上 

女性 

64.2% 68.3% ○ 

12 

多量に飲酒する市民

の割合の減少 

※３合を超える飲酒 

20歳以上 

男性 

6.3% 4.9% 3.2％以下 ○ 

20歳以上 

女性 

0.9% 1.1% 0.2％以下 × 

  

表 8 
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生活習慣病・歯の健康 

○「糖尿病合併症」「むし歯のない幼児の割合」「８０歳で２０歯以上の自分の歯を有す

る市民の割合」のすべての指標において、目標値を上回りました。 

○生活習慣病については、今後も継続的に、発症予防や重症化予防の取り組みを推進する

必要があります。また、がんに対する指標を新たに加え、取り組みを強化する必要があ

ります。 

○歯の健康については、生涯を通じた歯科口腔※保健の取り組みを、今後もさらに推進す

る必要があります。  

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成 22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成 27年度 

目標値 

評価 

13 

糖尿病合併症の減少 

（糖尿病性腎症によ

る身体障害者手帳１

級新規発行者の減少） 

18歳以上 23人  19人 20人以下 ◎ 

14 
むし歯のない幼児の

割合の増加 

3歳児健診 

受診児 

78.3%  85.1% 80％以上 ◎ 

15 

80歳で20歯以上の

自分の歯を有する市

民の割合の増加 

80歳以上 6.5%  23.1% 10％以上 ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 9

※口腔：歯茎、顎、口蓋、頬、口腔粘膜、唾液腺などを含めた口の中のこと。摂取した食物を細分化

し、飲み込む働きも含みます。 
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（３）食育推進計画の各基本目標の評価と考察  

健康なからだをつくる食育 

○「朝食を食べない市民の割合」のうち、小学生と中学生の割合は、ともに減少し、改善

しています。一方、20歳代男女と 30歳代男性については、増加しており、目標値を

下回っています。 

○「自分にとっての適切な食事の量や内容を知っている市民の割合」は、減少しており、

目標値を下回っています。 

○「食事を良く噛み、ゆっくり食べる市民の割合」は、改善しています。 

○健康増進計画の栄養・食生活と同様、今後も引き続き、若い世代、特に男性に対して朝

食の重要性を啓発するとともに、個に応じた適正な食事量の周知を強化していく必要が

あります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成22年度 

(調査結果) 

平成 27年度 

（調査結果） 

平成27年度 

目標値 

評価 

１ 

朝食を食べない市民

の割合 

 

小学生 1.7% 1.5% 0% ○ 

中学生 4.0% 2.6% 0% ○ 

20歳代男性 11.8% 24.0% 10％以下 × 

20歳代女性 13.5% 14.3% 10％以下 × 

30歳代男性 16.2% 24.4% 15％以下 × 

２ 

自分にとっての適切

な食事の量や内容を

知っている市民の 

割合 

16歳以上 63.8% 49.9% 70.0% × 

３ 

食事をよく噛み 

ゆっくり食べる市民

の割合 

16歳以上 28.7% 30.1% 35.0% ○ 

 

  

 

  

表 10 
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地域
く き

※を知る食育 

○「地元産食材を優先的に購入する市民の割合」は、改善していますが、目標値を下回っ

ています。今後は、さらに地元産食材の鮮度や味の良さを周知するなどを行う必要があ

ります。 

○「学校給食における地元産農産物を使用する割合」は、目標値を達成しています。引

き続き、生産者との連携を図り、計画的な使用を進めていく必要があります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成22年度 

(調査結果) 

平成27年度 

（調査結果） 

平成27年度 

目標値 

評価 

４ 

地元産食材を優先的

に購入する市民の割

合 

16歳以上 9.1% 10.1% 15.0% ○ 

５ 

学校給食における地

元産農産物を使用す

る割合（米を含む） 

小・中学生 33.2% 41.1％ 

 

35.0% ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域
く き

：第１次の久喜市食育推進計画では、久喜市に限らず様々な地域の食を知ることで、久喜市

の良さを再認識するという思いを込めて「地域
く き

」と表現しました。 

 

 

表 11 



２ 第 1次計画（平成 24～28年度）の評価と考察 

 
25 

豊かな心を育む食育 

○「食育の言葉や意味を知っている市民の割合」は、中学生は目標値を上回り、小学生

と 16歳以上の市民は、いずれも改善しています。今後も引き続き、食育についての

啓発を行う必要があります。 

○「毎日きちんとした食事を楽しくゆっくり食べる市民の割合」のうち、小学生につい

ては改善が見られませんでした。また、「食文化を伝える市民の割合」も、改善がみ

られませんでした。引き続き、啓発を行うとともに、伝統料理などの料理体験の推進

や食を通じた交流の機会を増やす必要があります。 

 

◎目標値達成  ○目標値に向かって改善している  ×改善なし 

指  標 対象者 平成22年度 

(調査結果) 

平成27年度 

（調査結果） 

平成27年度 

目標値 

評価 

６ 

食育の言葉や意味を知っ

ている市民の割合 

小学生 82.6% 89.8% 90.0% ○ 

中学生 75.6% 90.9% ◎ 

16歳以上 82.8% 86.7% ○ 

７ 

毎日きちんとした食事を

楽しくゆっくり食べる市

民の割合 

小学生 72.9% 70.3% 85.0% × 

中学生 49.9% 52.4% 65.0% ○ 

16歳以上 57.6% 59.0% 70.0% ○ 

８ 

食文化を伝える市民の割

合（伝えたい料理があり、

伝えている、今後伝えた

い） 

16歳以上 59.1% 57.2% 70.0% × 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

表 12 
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（４）健康増進計画と食育推進計画の推進に関する結果と考察  

健康増進計画と食育推進計画の一体的な推進  

本市では、両計画の周知を目的とした出前講座等を行うほか、計画策定後の平成 24年

度からの５年間、両計画の周知及び両事業の啓発を目的とする「久喜市健康・食育まつり」

を、11月～12月の時期に、久喜総合文化会館を会場に継続して実施しました。 

○結果と考察 

 「健康・食育まつり」の新たな実施により、市民を中心とした事業が展開されたことが、

大きな成果となりました。成果については、次のとおりです。 

 

一方、市民アンケート調査によると（P26図１４）、「『久喜市健康・食育まつり』を

知っていて参加したことがある市民」の割合は、男性３．１％、女性５．３％、全体では

４．３％であり、「知っているが参加したことはない」と回答した割合まで含むと、全体

の約 3割の周知にとどまり、約 7割は「知らない」と回答しています。 

今後は、第 1次計画の評価及び課題等を踏まえ、推進方法についても見直しを図る必要

があります。 

  

 

5.3

3.1

4.3

28.8

21.2

25.2

63.2

72.8

67.4

2.7

2.9

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

久喜市健康・食育まつりの認知度

知っていて参加したことがある 知っているが参加したことはない 知らない 無回答

実施内容          成 果  （ ）の実績は平成 28年度 

◆実行委員会と市の共催 

（講演会等の開催） 

◆教育委員会の後援 

（活動発表、啓発ポスター、

パネル展示） 

◆楽しい「まつり」の要素

を盛り込みながら、テーマ

を絞らずに「健康づくり」

と「食育」に関する内容に

ついて様々な地域団体の参

加協力による催し。 

◆実行委員を中心に、地域の団体や多くの市民との協力体制が構築できた。

（実行委員 52人：うち参加団体数 24団体） 

◆イベントの開催に関し、多くの市民の協力者を得ることができた。特に、

中学生や高校生ボランティアにより、若い世代の参加も得られた。 

（実行委員を含む運営協力者 635人：うち中高生 76人） 

◆教育課程の中における子どもたちの健康づくりや食育の大切さについ

て、教職員の理解を得ることができ、多くの参加を得ることができた。ま

た、学校等の発表により、児童生徒保護者等が学び合い、学校、家庭、地

域との共通理解や連携強化の一助となった。 

（ポスター製作：34 校。うち、全学年、全学級がポスター製作を行った

学校もあり。）（パネル展示発表校：18校）（実践発表校：１園 5校） 

図 14 
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第３章 計画のめざすところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 基本理念と基本方針 
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１ 基本理念と基本方針 

 

＜基本理念＞ 

笑顔あふれる 元気なまち 久喜市 
～「健康づくり・食育」共に取り組む実践の輪を広げよう～ 

 

 

「健康づくり」と「食育」は、私たちが豊かな人生を送るために、必要な条件となる

ものです。 

子どもから高齢者まで、「健康づくり」と「食育」に笑顔で取り組み、実践の輪を広

げることで、久喜市が活気あふれるまちとなることをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

△久喜市立栗橋西中学校 

２年生の作品 

△題名「にこにこで、たべよう！」 

久喜市立栗橋幼稚園年長の作品 

△久喜市立久喜東中学校 

１年生の作品 

＊掲載のポスターは、平成２８年度健康づくり・食育推進啓発ポスターの応募作品です。 



１ 基本理念と基本方針 
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＜基本方針＞ 

 

 基本方針１：健康寿命を延ばします 

生活習慣を見直すことにより、疾病の発症を未然に防ぐ「一次予防」に

努めます。 

また、健康診査等による疾病の早期発見・早期治療や、病気の進行を防

ぐ「重症化予防」を重視した取り組みを推進し、健康寿命を延ばします。 

基本方針２：市民一人ひとりの生活様式に応じた取り組みを推進します 

ライフステージや性別、世帯構成等、市民一人ひとりの生活様式に応じた

様々な取り組みを行うことにより、生涯を通じた健康づくり・食育の取り組

みを推進します。 

基本方針３：実践につながる市民主体の取り組みを推進します 

市民一人ひとりが、自ら健康づくり・食育を実践していくことができるよ

う、目標値達成に向けての、市民主体の具体的な取り組みを提案し、推進し

ます。 

基本方針４：健康づくりや食育を推進するための環境整備に努めます 

健康づくりや食育の推進について、「自分」「家族」「地域（グループ・

関係団体）」「行政」が共に取り組み、それぞれが支え合い、一人ひとりの

意欲を向上させる仕組みづくりを行い、環境整備に努めます。 



２ 計画の体系 
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２ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 健康寿命を延ばします 

 

３．実践につながる市民主体の取り

組みを推進します 

４．健康づくりや食育を推進する 

ための環境整備に努めます 

 

基本理念 

 
 
 
 

～
「
健
康
づ
く
り
・
食
育
」
共
に
取
り
組
む
実
践
の
輪
を
広
げ
よ
う
～ 

笑
顔
あ
ふ
れ
る 

元
気
な
ま
ち 

久
喜
市 

１．分野別の 

健康づくりの推進 

３．生活習慣病の発症予防
と重症化予防 

５．健康づくり・食育推

進を支える環境の整備 

２．健康寿命を延伸する食
育の推進 

４．分野別の食育の推進 

基本方針 

２．市民一人ひとりの生活様式に応じ

た取り組みを推進します 

取り組みの方向性 



２ 計画の体系 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１＋１０（ぷらすてん）：今より１０分多く体を動かすこと。※２ＣＯＰＤ：慢性閉塞性肺疾患 ※３ＣＫＤ：慢性腎臓病 

（１）身体活動・運動 
●ライフステージや個に応じた身体活動・運動の習慣化の促進 

●＋１０（ぷらすてん）※１の促進 

（２）休養・こころの健康 

●こころの健康づくりに必要な知識の習得及び実践化の促進 

●不安や悩みを相談できる環境の整備 

（３）たばこ・アルコール 

●全世代における受動喫煙防止対策の推進 

●禁煙に向けた取り組みの促進 

●適正飲酒の啓発 

（１）栄養・食生活、食の安全・安心 

●バランスのよい食事の啓発 

●減塩の啓発 

●肥満・やせの予防と改善 

●高齢者の低栄養予防・フレイル予防 

●食の安全・安心に関する情報の適切な選別と活用の促進 

（２）歯・口腔の健康 
●食事や会話を楽しみ、健康で長生きするための６０２４（ろくまるにいよ

ん）運動及び 8020（はちまるにいまる）運動の推進 

●噛ミング３０（かみんぐさんまる）の推進 

（１）がん 
●がん検診の受診促進 

（２）心疾患・脳血管疾患・ＣＯＰＤ※２ 

・糖尿病・ＣＫＤ※３ 

（１）食文化の伝承 ●地域や家庭で受け継がれている伝統的な料理や作法の伝承 

（２）地産地消の推進 
●農業体験等の提供 

●学校給食等における久喜産農産物の活用 

（３）環境を意識した食の循環 
●食品ロスの削減 

●環境保全型農業の推進 

（４）若い世代を中心とした食育の推進 
●若い世代に向けた「朝ごはんを食べよう」の推進 

●若い世代のニーズに合わせた情報発信 

●意欲を引き出す仕組みづくり （１）実践化への方策と推進 

（２）多様な暮らしに応じた環境整備 

分野別の項目 施策の項目 

●健康管理の実践に向けた主体的な取り組みの促進 

●ボランティアの養成  

●活動の場の提供 
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３ 世代等の考え方 

 健康づくりと食育については、市民一人ひとりの生涯にわたる主体的な取り組みが重要

となります。効果的な取り組みを進めるために、第４章では４つの世代に分け、世代に応

じた取り組み例を紹介します。疾病や障がいの有無にかかわらず、すべての市民を対象に

考えられる取り組み例としてあげていますが、すべての市民に該当するとは限らないこと

から、自分に合った取り組みを考えていただく参考例としています。 

 ここでは、本計画で分類した４つの世代の特徴と、地域の考え方について示します。 

 

＜４つの世代の特徴＞ 

◆幼少世代（０～１５歳）・・・・生活習慣の基礎が固まる重要な時期 

◆青年世代（１６～３９歳）・・・身体機能が完成期を迎え、最も活動的な時期 

社会参加によるライフスタイルを決定する時期 

◆壮年世代（４０～６４歳）・・・身体機能が徐々に低下する時期 

社会的には働き盛りの時期 

◆高齢世代（６５歳以上）・・・・身体的には老化が進み、個人差はあるが健康問題が       

出現する時期 

社会的には人生の完成期 

 

＜地域の考え方＞ 

 本計画でいう「地域」とは、隣近所や自治会、町内会など市民一人ひとりが活躍する範

囲をイメージしています。その地域で活動しているグループ、関係団体の他、市民や家族

が利用するような、飲食店や農産物直売所等の小売店、事業所も含みます。 
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第４章 分野別の取り組み 
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１ 分野別の健康づくりの推進  

（１）身体活動・運動  

＜現状・課題＞ 

■生活の利便性が向上し、子どもも大人も身体活動量が減っています。身体活動量の減

少は、肥満や生活習慣病発症の危険因子であり、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子

でもあります。身体活動量を増やすことで、生活習慣病の発症及びこれらを原因として

死亡に至るリスクや、加齢に伴う生活機能の低下をきたすリスクを下げることができま

す。加えて運動習慣を持つことで、これらの疾病等に対する予防効果をさらに高めるこ

とが期待できます。 

■現代の子どもたちの間では、運動不足による体力・運動能力の低下や、過度の運動に

よるスポーツ障害の二極化が深刻となっています。そのような現状を踏まえ、平成２８

年度から学校定期健診に運動器健診の項目が加わりました。 

■厚生労働省の健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）では、死亡のリ

スクや生活習慣病、がん、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、認知症の発症

を低下させるために、今より１０分多く体を動かすこと（＋１０：ぷらすてん）を推奨

しています。 

■埼玉県では、誰でも毎日健康で生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」を実

現するため、平成２４年度から、健康長寿埼玉プロジェクトを推進し、毎日１万歩運動

と、筋力アップトレーニングを推奨しています。 

■市民アンケート調査によると（P35図 1５）、日常生活の中で意識的に体を動かし

ている人の割合は７割ですが、２０歳代から５０歳代の働く世代では７割未満であり、

特に３０歳代の男女及び 80歳以上の女性は６割に届かず、低い傾向です。また、１回

３０分以上の運動を週１回以上している人の割合も（P35図 1６）、３０歳代が最も

低く、特に３０歳代女性は低いという傾向でした。働く世代に体を動かす習慣づくりが

必要です。      

施策の項目 

① ライフステージや個に応じた身体活動・運動の習慣化の促進 

② ＋ぷらす１０て ん

の促進  

 身体活動：安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全

ての動作をさします。日常生活における家事・通勤・通学等

の「生活活動」と、体力の維持・向上を目的として実施され

る「運動」があります。 

＋
ぷらす

１０
て ん

：今より１０分多く体を動かす

こと。＋１０により、生活習慣

病やがん、認知症などの発症が

低下すると言われています。 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

３０分以上の運

動を週１回以上

している市民の

割合 

30歳代 男性  ４３．９％ 

女性  ２７．7％ 

50歳代 男性  ３８．３％ 

女性  ４８．１％ 

30歳代 男性  55％ 

女性  40％ 

50歳代 男性  50％ 

女性  60％ 

市民アンケー

ト調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0 

64.0 
56.1 

68.0 

61.7 

75.5 

86.2 

75.0 
72.6 70.0 

60.7 
57.4 

66.2 66.7 

79.7 80.2 

57.6 

70.6 71.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 16歳以上

（再掲）

（％）

日常生活の中で意識的に（いつも・時々）体を動かしている市民の割合

男性 女性 全体

40.0 

60.0 

43.9 

52.0 

38.3 

60.4 

77.7 

62.5 

55.8

70.0 

50.0 

27.7 

50.8 

48.1 

69.5 

67.0 

39.4 

55.4

55.0 54.7 

35.2 

51.3 

44.0 

65.2 

72.7 

50.8 
56.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 16歳以上

【再掲】

（％） 1回30分以上の運動を週1回以上している市民の割合

男性 女性 全体

図 1５ 

図 1６ 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～６4歳 

高齢世代 

  ６5歳以上 

◇身体活動・運動の取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

・家族で積極的に外出したり、

外出しやすい環境づくりに努

めます。 

 

青年世代 

16歳～３９歳 

・自ら進んで体を動かします。 

・運動する習慣を身につけま

す。 

・テレビの視聴時間やゲーム、

スマートフォンの使用時間

を控え、できるだけ体を動か

します。 

・意図的に日常生活の中で、体

を動かします。特に歩くこと

を心がけます。 

・今より１０分多く体を動かし

ます。 

・家族や友人と積極的に外出し

ます。 

・日常生活の中で、こまめに体

を動かします。特に歩くこと

を心がけます。 

・今より１０分多く体を動かし

ます。 

・家族や友人と積極的に外出し

ます。 

 

・家族で今より１０分多く体を

動かすことを計画的に取り入

れます。 

（取り組み例： 寝る前のスト

レッチ体操など） 

・家族で声をかけ合い、体を動

かしたり、運動の習慣化に取

り組みます。 

・家族で楽しく体を動かす機会

をつくります。 

（取り組み例： なわとび、ラ

ジオ体操など） 

 

施策の項目 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仲間と一緒に運動を継続しま
す。（取り組み例：ウォーキン
グ、ラジオ体操など） 

・みんなで楽しく体を動かす行事
を開催します。 

・行政が実施する運動教室等の情
報を提供し、参加を促します。 

・地域で集まる機会にラジオ体操
を取り入れます。 

・健康リズム体操、レクリエーシ
ョンダンス講習会等通じて、健
康増進のための仲間づくりの機
会を提供します。（レクリエー
ション協会） 

・各種スポーツ交流大会を開催
し、体力づくり、仲間づくり、
生涯スポーツの基盤づくり
を進めます。（スポーツ少年
団） 

・転倒予防教室や介護予防教室
を実施します。（社会福祉協
議会） 

 

・日常生活の中で取り入れられる筋力

トレーニングやストレッチなど簡単

にできる運動を紹介するほか、講座

として実施します。（中央保健セン

ター） 

・運動ができる公園や施設の整備を図

ります。（公園緑地課） 

・スポーツ推進計画を策定し、推進し

ます。（生涯学習課） 

・久喜マラソン大会をはじめとする各

種大会、教室等を開催し、幅広い世

代のスポーツ・レクリエーション活

動への参加機会の充実を図ります。

（生涯学習課） 

・気軽にスポーツに親しみながら親睦

を深め、生活習慣病予防につながる

ような健康づくりの場を提供しま

す。（中央公民館） 

・地域で活躍する指導者による簡
単にできる運動やスポーツを体
験できる教室を開催します。 

・楽しく運動が継続できるよう、
仲間づくりの場を提供します。 

・行政が実施する運動教室等の情
報を提供し、参加を促します。 

・乳幼児及びその保護者等を対象に、体

を動かす機会を提供します。 

（子育て支援課） 

・児童生徒が運動に親しみ、体を動かす

習慣を身につけられるよう指導すると

ともに、環境を整えます。（指導課〔小・

中学校〕） 

・高齢者が仲間と楽しみながら運動を継続

できる場を提供します。（介護福祉課） 

① ライフステージや個に応じた身体活動・運動の習慣化の促進 

② ＋ぷらす１０て ん

の促進 
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（２）休養・こころの健康   

＜現状・課題＞ 

■睡眠には心身の疲労を回復する働きがあり、睡眠不足は、生活習慣病のリスクを高め

る他、うつ病など、こころの病気の発生や様々な事故につながる可能性もあります。睡

眠のメカニズムについて正しい知識を得るとともに、十分な睡眠と休養をとることが大

切です。 

■我が国の自殺者数は減少傾向にありますが、若者や高齢者の自殺は横ばいとなってい

ます。本市では、毎年３０人以上の方が自殺で命を落とし（P15図 12）、自殺対策は

重要な課題です。自殺の背景には、個人の問題や事情だけでなく、様々な社会的要因が

あります。一人でも多くの自殺を予防するため、相談機関の周知・連携など、不安や悩

みを相談できる環境整備を行う必要があります。 

■平成２８年３月に自殺対策基本法が改正され、同年 4月 1日に施行されました。自

殺対策の一層の推進を図るため、地方公共団体は、法の基本理念に則り、自殺対策につ

いて地域の状況に応じた施策を策定し、実施することが義務付けられました。また学校

は「心の健康の保持」に関する教育・啓発を行うよう努めることが求められています。

本市においても、自殺対策の推進を図るために、本計画にその内容を盛り込み、各種施

策を実施していく必要があります。 

■小・中学生調査によると（P39図 1７）、小・中学生の１５％が、「気軽に相談で

きる人がいない」と答えており、相談しやすい環境を整えることが必要です。 

■市民アンケート調査によると（P39図 1８）、「ストレスを処理できている」と答

えた 683人のうち、「食べる、お酒を飲む、買い物をするなどで発散する」と回答し

た割合は約 4割となっており、ストレスの解消方法によっては、健康面などに支障を

きたすことも考えられます。依存症の危険について啓発するとともに、ストレス解消法

は１つではなく複数持つことの重要性を周知する必要があります。 

 

施策の項目 

① こころの健康づくりに必要な知識の習得及び実践化の促進 

② 不安や悩みを相談できる環境の整備 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

気軽に相談できる人がい

ない児童生徒の割合 

小学生 １５．３％ 

中学生 １５．０％ 

小学生 ０％ 

中学生 ０％ 

市民アンケート調査 

（小・中学生調査） 

自殺者数 ３３人 

(平成２６年) 

２５人以下 

(平成３３年) 

人口動態統計 

 

 

 

 

83.5 

82.1 

15.0 

15.3 

1.5 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学2年生

(n=340）

小学5年生

(n=654)

気軽に相談できる人がいる児童生徒の割合

いる いない 無回答

1.9

9.4

37.2

41.0 

44.0 

52.9

0 20 40 60

保健所、市保健センター、病院などに相談する

特に何もしていない

食べる、お酒を飲む、買い物をするなどで発散する

家族や友人などに相談する

休養をとる

趣味・運動などで発散する
（ｎ＝683）

（％）

日頃のストレスなどを（十分・なんとか）解消できている

市民のストレス解消方法(複数回答）

図 1７ 

図 1８ 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～６４歳 

高齢世代 

65歳以上 

◇休養・こころの健康の取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

・家族で会話する時間を持ちま

す。 

・地域で交流できる場などの情

報を伝え、参加を促します。 

青年世代 

16歳～39歳 

・食事、睡眠、運動のバランス

を考えて生活をします。 

・命の大切さを学びます。 

・不安や悩みを相談します。 

・自己の健康状況を気づかい生

活します。 

・睡眠による休養をとります。 

・不安や悩みは抱え込まずに相

談します。 

・家族や友人、地域の方々と交

流し、生きがいのある生活を

送ります。 

・自分の健康維持に努めます。 

・食事、睡眠、運動のバランス

を考え、規則正しい生活をし

ます。 

 

・家族で過ごす時間を大切に
し、何でも話し合える関係づ
くりに努めます。 

・家族のこころの健康に気を配
り、相談しやすい雰囲気づく
りに努めます。 

・悩みを相談する場の情報を伝
えます。 

・学校、社会での悩みを安心し
て家族に話せる家庭の雰囲
気をつくります。 

・会話あふれる家族団らんの時
間を確保します。 

・朝、体調を気づかい、声をか

けます。 

・早寝早起きの習慣をつけるた

めの環境を整えます。 

・家族で過ごす時間を大切に

し、温かな安心できる環境づ

くりに努めます。 

 

施策の項目 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・様々な悩みや困りごとに対応するため、こ

ころの健康相談や、育児相談、高次脳機能障

がいや認知症（若年性も含む）に関する相談、

人権・女性相談や消費生活相談等を引き続き

開催し、その周知を図ります。（担当各課※） 

・各種相談担当課職員が連携し、適切な相談

機関につなげます。（担当各課※） 

・こころの健康づくりの重要性について普及

啓発を図ります。（健康医療課、中央保健セ

ンター） 

・周囲の人の変化に気付き、適切な相談機関

につなげることのできる地域支援者を養成

するため、ゲートキーパー養成講座を開催し

ます。また、関連各課の担当者や相談担当職

員への研修を行います。（健康医療課） 

・市ホームページに掲載している「こころの

体温計（メンタルヘルスチェックシステム）」

を周知し、その活用を働きかけます。（健康

医療課） 
・「こころの健康」をテーマに市民の方を対
象にした健康講座を開催します。（中央保健
センター） 

・同じ障がい等を持つ仲間との交流の場（ピ
アカウンセリング）について情報を提供しま
す。（障がい者福祉課） 

・地域で交流の機会をつくり、日頃
から、あいさつや声かけをしま
す。 

・地域で子どもを見守る環境づくり
に努めます。 

・レクリエーションやゲームを通じ
て、コミュニケーションを図り、
心身ともに楽しめるよう取り組
みます。（スポーツ少年団） 

・児童生徒が不安や悩みを相談できるよ

う、SOSの出し方を教えるとともに、

相談しやすい環境を整えます。 

（指導課〔小・中学校〕） 

・命の大切さ、個性を尊重すること、仲良

く助け合うこと等を指導します。 

（指導課〔小・中学校〕） 

・趣味の集まりやサロンなどを企
画し、地域の交流を図ります。 

・子育て中の保護者が気軽に集ま
れる場を設定します。 

・地域のボランティア活動等への
参加を呼びかけます。 

・誰もがスポーツやレクリエーシ
ョン活動に参加できる機会を提
供し、仲間とともに体を動かしな
がら楽しむことが健康増進につ
ながることを伝えます。（レクリ
エーション協会） 

・一人暮らしの高齢者等が気軽に集
まれる場を設定し、参加を促しま
す。 
・趣味活動やボランティア活動等へ
の呼びかけをします。 
・孤立を防ぎ、悩み事の軽減につな
げるため、ボランティアによる電
話サービスや、通信の発行、気軽
に楽しく交流できる場を提供しま
す。（社会福祉協議会） 

 

・高齢者の閉じこもり等を防止するため、体操

や趣味活動の場を提供したり、不安や悩みを

相談できる場を提供します。（介護福祉課） 

・高次脳機能障がいや認知症（若年性も含む）

について相談できる場を提供します。（障が

い者福祉課・介護福祉課） 

① こころの健康づくりに必要な知識の習得及び実践化の促進 

② 不安や悩みを相談できる環境の整備 

※担当各課：人権推進課、各総合支所総務管理課、生活安全課、市民課（総合窓口）、商工観光課、 

社会福祉課、障がい者福祉課、介護福祉課、子育て支援課、保育課、中央保健センター、指導課等 
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（３）たばこ・アルコール   

＜現状・課題＞ 

■喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）といった非感染性

疾患の最大の危険因子です。また、妊娠中の喫煙は、流・早産や胎児の発育不全、低出

生体重児の原因になるほか、受動喫煙も、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児の喘息や乳幼

児突然死症候群等の原因になるとされています。喫煙が健康に及ぼす影響について周知

し、妊婦の喫煙や受動喫煙を防止する必要があります。 

■受動喫煙を防止するため、健康増進法第 25条により、多くの人が利用する施設等の

管理者は、受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めることが求められています。 

■市民アンケート調査によると（P43図 1９）、「喫煙している市民」は２割未満で

すが、年代・男女別でみると、男性の方が多く、特に 40歳代男性は 4割を超えてい

ます。「喫煙している市民」132人のうち、約３割の人は禁煙を、約４割の人は節煙

したいと回答しています（P43図２０）。たばこを減らしたい、禁煙したいと考えて

いる人への支援が必要です。 

■アルコールは、様々な健康障害との関連があり、アルコールの多飲は、がん等の疾患

や自殺のリスクを高めるとされています。また、心身への影響のみならず、飲酒運転、

暴力、虐待など多くの社会問題との関連も指摘されています。さらに、妊娠中の飲酒は、

胎児の奇形や成長障害など「胎児性アルコール症候群」が発症するおそれがあり、アル

コールは容易に母乳に移行することから、妊娠中や授乳中は飲酒しないことが推奨され

ています。飲酒に伴うリスクについての正しい知識を啓発する必要があります。 

■市民アンケート調査によると（P44図 2１）、「飲酒する市民」は、男性は約７割、

女性は約４割です。「飲酒する市民」466人のうち、１日の飲酒量が適量（１合以内）

におさまっている人は全体の５割未満です（P44図 2２）。多量飲酒は生活習慣病の

リスクを高めることを周知し、適正な飲酒量について啓発する必要があります。 

 

施策の項目 

① 全世代における受動喫煙防止対策の推進 

② 禁煙に向けた取り組みの促進 

③ 適正飲酒の啓発 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

喫煙者の割合 妊婦 ３．１％ 妊婦 ０％ すこやか親子アンケート 

生活習慣病のリスクを

高める飲酒※をしてい

る市民の割合 

２０歳以上 

男性 １４．５％ 

女性 １０．２％ 

20歳以上 

男性 １２％以下 

女性  ８％以下 

市民アンケート調査 

※生活習慣病のリスクを高める飲酒量：日本酒換算で男性は２合以上、女性は 1合以上 

 

 

 

 

28.0 26.8 

44.0 

26.7 
22.6 

17.0 

9.4 

24.3

10.7 

17.0 

6.2 

11.1 

4.2 3.3 3.0 
7.1

15.1

0.0

20.0

40.0

60.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 20歳以上

再掲

（ｎ＝873）

（％）
喫煙している市民の割合

男性 女性 全体

45.5 

28.3 

32.6 

30.3 

41.4 

38.6 

21.2 

29.3 

27.3 

3.0 

1.0 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

（ｎ＝33）

男性

（ｎ＝99）

全体

（ｎ＝132）

今後、禁煙又は節煙したい喫煙者の割合

禁煙したい 節煙したい このままでいい 無回答

図 1９ 

図２０ 
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39.1 

69.6 

53.4

12.3 

9.1 

10.9

46.0 

19.4 

33.4

2.6 

2.0 

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

（ｎ＝463）

男性

（ｎ＝408）

全体

（ｎ＝873）

アルコールを飲む市民の割合

飲む 以前飲んだが今は飲まない 以前から飲まない 無回答

7.2 

2.8 

4.4 

18.8 

66.9 

5.3 

7.0 

13.7 

37.3 

36.6 

6.0 

5.4 

10.1 

30.3 

48.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

わからない・無回答

３合より多い

３合以内

２合以内

１合以内

（％）

図２１の中でアルコールを飲むと答えた２０歳以上の男女別飲酒状況

全体

（ｎ＝466）

男性

（ｎ＝284）

女性

（ｎ＝181）

図 2１ 

図 2２ 
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節度ある適度な飲酒は、1日平均純アルコールで２０ｇ程度※ と言われて

いますが、女性や高齢者はこれより少ない量がよいとされています。 

また、体質的にアルコールが飲めない、苦手な方もいます。飲めない方に

無理にお酒をすすめないようにしましょう。 

※純アルコールで２０ｇ程度とは（以下のうちいずれか 1種類） 

ビール中ビン 1本（500ｍｌ）、 日本酒 1合 

チュウハイ（7%）350mL缶 1本、 ウィスキーダブル 1杯 

【 純アルコール量（ｇ）の計算式 】 

お酒の量（ml）×〔アルコール度数､又は（％）÷１００〕×比重０．８ 

厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより 

 

 

男性は 1日純アルコールで４０ｇ以上、女性は 1日純アルコールで２０ｇ

以上の飲酒で生活習慣病のリスクが高まるとされています。 

 女性は男性と比較してアルコールの代謝速度が遅いため、アルコールの影

響を受けやすく、男性より少ない量で生活習慣病のリスクが高くなります。

アルコール性肝疾患については、女性は男性より進行が早く、アルコール依

存症については、女性は男性より平均発症年齢が若いという特徴があります。 

 

 

 

喫煙は身体のほぼ全ての臓器に影響します。喫煙を長く続けていると、次の

病気にかかりやすくなります。 

・肺がん  ・喘息  ・気管支炎  ・心臓病 

・脳卒中  ・胃潰瘍 ・妊娠に関連した異常 

・歯周病  ・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）  等 

 

妊娠中の喫煙は、流・早産や胎児の発育不全、低出生体重児の原因になります。

また、受動喫煙は乳幼児の喘息や乳幼児突然死症候群等の原因になるといわれて

います。妊婦自身がたばこを吸わないことはもちろん、受動喫煙にも注意しま 

しょう。 

適正な飲酒量を守りましょう。 

生活習慣病のリスクを高める飲酒量 

たばこが与える健康への影響 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～64歳 

高齢世代 

６5歳以上 

◇たばこ・アルコールの取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

 

青年世代 

16歳～39歳 

・喫煙や飲酒が身体に与える

影響について学びます。 

・法律を守り、未成年は喫煙

や飲酒をしません。 

 

・妊婦は喫煙や飲酒をしませ

ん。 

・喫煙や飲酒が身体に与える

影響について学びます。 

・禁煙に挑戦します。（喫煙

者） 

・たばこを吸う人も吸わない

人も受動喫煙の防止に努め

ます。 

・生活習慣病のリスクを高め

る飲酒量を学びます。 

・飲酒する人は、適度な飲酒

を心がけ、休肝日※を設けま

す。 

・家族で喫煙や飲酒が身体に

与える影響について話し合

います。 

・健康を考え、禁煙をすすめま

す。 

・お酒の適量を理解し、飲みす

ぎないよう注意します。 

・家族で休肝日を決めます。 

 

・喫煙や飲酒が身体に与える影

響について家族や保護者が

学び、子どもが喫煙や飲酒を

しないよう働きかけます。 

・家庭内で子どもの手の届くと

ころにたばこやお酒を置き

ません。 

・未成年者の前では、たばこを

吸ったり、お酒を飲みすぎた

りしません。 

施策の項目 

※休肝日：アルコールを分解する肝臓を休めるために、飲酒しない日のこと。週 2日は休肝日を設けるのがよい

とされています。 



１ 分野別の健康づくりの推進 

 

 

47 

地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・喫煙時におけるマナーの向上と受動
喫煙防止のため、久喜市路上喫煙の防
止に関する条例の周知や啓発を図り
ます。（環境課） 

・多くの方が利用する施設等、公共の
場での受動喫煙防止対策を推進しま
す。（健康医療課） 

・世界禁煙デー（5月 31日）、禁煙
週間（5月 31日～6月 6日）を周
知します。（健康医療課） 

・埼玉県全面禁煙・空間分煙実施施設
認証制度の周知と取得の働きかけを
行います。（健康医療課） 

・民間を含めて市が受動喫煙防止の対
策を働きかけます。（健康医療課） 

・国の受動喫煙防止対策助成金制度を
周知します。（健康医療課） 

・市庁舎等における受動喫煙防止対策
に関する指針を作成します。（健康医
療課） 

・喫煙や飲酒の健康被害について周知
します。（健康医療課、中央保健セン
ター） 

・妊婦の喫煙や飲酒が胎児に及ぼす影
響について周知します。（中央保健セ
ンター） 

・適正な飲酒について啓発します。（健
康医療課、中央保健センター） 

 

・未成年者の喫煙や飲酒に対し、

注意します。 

・未成年者へ、たばこやお酒の販

売をしません。 

 

・喫煙による害や受動喫煙防止、アル

コールによる様々な健康障害につい

て児童生徒に指導します。地域の皆さ

んや保護者に、禁煙・受動喫煙防止、

適正飲酒について啓発します。（指導

課〔小・中学校〕） 

・集会や行事等、地域の方々が集

まる場では、禁煙とするなど受

動喫煙防止に努めます。 

・地域の行事等で、過度にお酒を

すすめません。 

・生活習慣病のリスクを高める飲

酒量について学ぶ機会を持ち、

地域の皆さんに情報を提供しま

す。 

・禁煙したい人に対し、禁煙指導

を行います。（医師会） 

 

① 全世代における受動喫煙防止対策の推進 

② 禁煙に向けた取り組みの促進 

③ 適正飲酒の啓発 
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２ 健康寿命を延伸する食育の推進 

（１）栄養・食生活、食の安全・安心  

＜現状・課題＞ 

■生活習慣病の予防や重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすためには、毎日の食事が基本で

あり、一人ひとりに合った適切な量で栄養バランスのとれた食事を無理なく続けていく

ことが重要です。 

■「健康日本２１（第 2次）」による 1日の野菜摂取目標量は 350ｇですが、日本人

の平均摂取量は、「平成 27年国民健康・栄養調査」によると 293.6ｇで、目標量よ

り約60ｇ少ない状況です。野菜の不足は、生活習慣病の発症とも関係があることから、

あと小鉢１皿分の野菜を多くとるよう心がける必要があります。 

■市民アンケート調査によると（P79図 3１）、適切な食事の量※１や内容※２（P５０参照）

について「知らない」と回答した市民は、約 5割と全体的に多く、特に男性や若い世

代の割合が高くなっています。主食・主菜・副菜をそろえて食べること、また、適正体

重を維持する食事量の摂取に努めることを、より具体的に分かりやすく周知する必要が

あります。 

■「日本人の食事摂取基準（2015年版）」では、食塩摂取量の目標値は、1日あた

り男性で 8ｇ未満、女性で７ｇ未満とされていますが、「平成 27年国民健康・栄養調

査」によると、国民の食塩の摂取量は１０．０ｇと、依然として過剰摂取の状況にあり

ます。塩分のとりすぎは、高血圧や脳卒中、心臓病、胃がんを起こしやすくすることか

ら、食塩の多い食品や料理を控えめにするなど、減塩に向けた取り組みが求められます。

また、味覚が形成される幼少期から薄味に慣れることも大切です。 

■市民アンケート調査によると（P51図 2３、2４）、「ＢＭＩ２５以上の肥満の割

合」は、30～50歳代男性に高い傾向があります。肥満は、がん、循環器疾患、糖尿

病等の生活習慣病と関連があることから、30～50歳代男性を中心に肥満予防に取り

組むことが重要です。また、「やせの割合」は 20歳代女性で 25.0％、30歳代女性

で 19.1％です。若い女性のやせは、骨量減少や低出生体重児出産のリスク等との関係

が深いことから、やせすぎのリスクについて啓発する必要があります。 

■高齢化に伴う機能低下を遅らせる観点から、「低栄養予防」、「フレイル※３（P５０参照）

予防」など、高齢期においても良好な栄養状態の維持を図ることが重要となります。 

■毎日の食事をおいしく食べるには、口腔機能が十分に発達し、維持されることが重要

です。（Ｐ54「歯・口腔の健康」を参照） 
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■食に関する情報が氾濫し、適切な情報を得ることが難しくなっています。食品の選び

方や調理、保管の方法などについて、市民が適切な情報を選択できるよう、基礎的な知

識を周知する必要があります。 

施策の項目 

① バランスのよい食事の啓発 

② 減塩の啓発 

③ 肥満・やせの予防と改善 

④ 高齢者の低栄養予防・フレイル予防 

⑤ 食の安全・安心に関する情報の適切な選別と活用の促進 

指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

主食・主菜・副菜を組み合

わせた食事を 1日 2回以上

ほぼ毎日食べている市民の

割合 

なし 70％ 

参考：国の目標値 

70％以上 

生活習慣病の予防や改善の

ために、ふだんから適正体

重の維持や減塩等に気をつ

けた食生活を実践している

市民の割合 

なし 75％ 

参考：国の目標値 

７５％以上 

 

  

 

 

 

 

 

 

 エネルギーの摂取量と消費量のバランスが適切にとれて
いるかどうか、体格（BMI）により知ることができます。 

 「目標とする BMIの範囲」に収まるよう、食事の量を調

整したり、身体を動かすことが大切です。 

 あくまでも参考値です。医師の指導を受けている場合
は、医師の指導を優先してください。 

（参考：日本人の食事摂取基準(2015年版)／厚生労働省） 

  

目標とするＢＭＩの範囲（18歳以上） 

年齢 目標とするＢＭＩ 

18～49歳 → 18.5～24.9 

50～69歳 → 20.0～24.9 

70歳以上 → 21.5～24.9 

※１適切な食事の量：→  目標とするＢＭＩの範囲 に収まっていれば、食事は「適量」です。  

１日あたりの必要なエネルギー量（推定）                      （Kcal） 

 
18～29歳 30～49歳 50～69歳 70歳 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 

身体活動 

レベル 

低い 2,300 1,650 2,300 1,750 2,100 1,650 1,850 1,500 

普通 2,650 1,950 2,650 2,000 2,450 1,900 2,200 1,750 

高い 3,050 2,200 3,050 2,300 2,800 2,200 2,500 2,000 

（参考：日本人の食事摂取基準（2015年版）／厚生労働省）  

注：BMIの計算方法は P19にあります。 
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※３ フレイル：加齢とともに、心身の活力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要介護状態、

そして死亡などの危険性が高くなった状態。 

※２適切な食事の内容：→   主食   主菜   副菜  のそろった食事 ＝ 「栄養バランスのよい食事」です。 

食生活の指標の一例 ～ 自分にあったものさしをみつけよう ～ 

食事バランスガイド 
一日に「何を」「どれだけ」

食べたらいいのかを、コマの

形と料理のイラストで表現し

たものです。「主食」「副菜」

「主菜」「牛乳・乳製品」「果

物」の５つグループが描かれ

ています。 

 
弁当箱の容量(ml) 

＝  
エネルギー量(Kcal) 

３・１・２弁当箱法 
食べる人のからだに合ったサイズ

の弁当箱に、主食・主菜・副菜を 

３：１：２の割合の容積比でつめると、

適量で栄養バランスのよい食事にす

ることができます。 

 

（参考：3･1･2弁当箱法／ＮＰＯ法人 食生態学実践フォーラム） 

主食 

副菜

主菜  

 主食、主菜、副菜を組み合わせることにより、必要な栄養
素をバランスよくとることができます。 

 1日に主食、主菜、副菜のそろう食事が 2食以上の場合、

それ以下と比べて、栄養素摂取量が適正となることが報告

されています。 

（参考：食生活指針／文部科学省、厚生労働省、農林水産省）  

 主食  ： 米、パン、麺類などの穀類（主として糖質エネルギーの供給源） 

 主菜  ： 肉や魚、卵、大豆製品などを使ったおかずの中心となる料理（良質たんぱく質や脂肪の供給源）

 副菜  ： 野菜などを使った料理（主食と主菜に不足するビタミン、ミネラル、食物繊維を補う） 

主食、主菜、副菜のそろった食事の例 

主食   主菜   副菜   
ひとくちメモ 

「特定健康診査を活用しよう」 
結果によっては、個別の栄養相談を

受けることができます。 

 

△久喜市立上内小学校６年生の作品  

＊このポスターは、平成２８年度健康づくり・食育推進啓発 

ポスターの応募作品です。 
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60.0 

24.0 22.0 

12.0 10.0 

24.5 

40.4 
43.8 

26.7 

50.0 

28.6 27.7 26.2 

18.5 

35.6 

44.0 

51.5 

33.2 
30.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 合計

（％） よく噛みゆっくり食べる市民の割合

男性 女性 全体

7.5 

18.2 

14.3 

16.1 

7.4 

7.7 

8.5 

14.3 

78.1 

60.6 

73.6 

74.6 

76.5 

80.0 

66.0 

57.1 

90.0 

9.6 

21.2 

8.8 

8.5 

11.1 

7.7 

19.1 

25.0 

10.0 

4.8 

3.3 

0.8 

4.9 

4.6 

6.4 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40～60歳代

（n=146)【再掲】

80歳以上

(n=33)

70歳代

(n=91)

60歳代

(n=118)

50歳代

(n=81)

40歳代

(n=65)

30歳代

(n=47)

20歳代

(n=28)

16～19歳

(n=10)

年代別肥満・やせの割合（女性）

肥満 適正体重 やせ 無回答

23.4 

18.8 

14.9 

20.8 

25.0 

30.0 

24.4 

16.0 

20.0 

71.3 

65.6 

81.9 

71.7 

73.3 

68.0 

70.7 

72.0 

70.0 

2.8 

9.4 

2.1 

4.7 

1.7 

8.0 

10.0 

2.5 

6.3 

1.1 

2.8 

2.0 

4.9 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20～60歳代

（n=282)【再…

80歳以上

(n=32)

70歳代

(n=94)

60歳代

(n=106)

50歳代

(n=60)

40歳代

(n=50)

30歳代

(n=41)

20歳代

(n=25)

16～19歳

(n=10)

年代別肥満・やせの割合（男性）

肥満 適正体重 やせ 無回答

図 2３ 

図 2４ 

図 2５ 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～６4歳 

高齢世代 

６5歳以上 

◇栄養・食生活、食の安全・安心についての取り組み◇         

幼少世代 

0歳～15歳 

青年世代 

16歳～39歳 

・主食、主菜、副菜のそろったバ

ランスよい食事の基本を身につ

けます。 

・素材の持ち味を生かし、薄味に

慣れます。 

・ジュースや菓子類の食べ過ぎに

注意します。 

・よく噛んで食べます。 

・主食、主菜、副菜のそろったバ

ランスよい食事を心がけます。 

・外食や買い物の際には、栄養バ

ランスを考えて選びます。 

・体重を定期的に測定し、「適正

体重」を維持する食事の量に調

整します。 

・素材の持ち味を生かし、減塩を

心がけます。 

・野菜を１日３５０ｇ食べるよう

心がけます。 

・よく噛んでゆっくり食べます。 

・主食、主菜、副菜のそろった

食事ができるよう、家族みん

なで心がけます。 

・家族一緒に楽しく食べます。 

・家族みんなで減塩を心がけま

す。 

・野菜のおかず（副菜）が不足

しないよう、常備菜等をスト

ックしておきます。 

・家族の体重変化に気付いたと

きは、食事の量や内容を一緒

に見直します。 

・よく噛んでゆっくり食べるよ

う、家族で声をかけ合います。 

 

・主食、主菜、副菜のそろった、
バランスよい食事を作ります。 

・家族で一緒に楽しく食べます。

・減塩を心がけ、薄味の食事を作
ります。 

・子どものおやつには、食事で不
足しがちな食品（果物、乳製品
など）を選びます。 

・噛みごたえのある食材を料理に
積極的にとり入れます。 

施策の項目 

・肉や魚などをしっかり食べて低栄

養を防ぎます。 

・素材の持ち味を生かし、減塩を心

がけます。 

・よく噛んでゆっくりと食べます。

・体重を定期的に測定し、体重の減

少に注意します。 

・低栄養にならないよう、肉や

魚などたんぱく質を多く含む

献立を取り入れます。 

・一人暮らしの高齢者には、福

祉サービス等を活用し、バラン

スのよい食事がとれる機会を

つくります。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・食育月間等を活用した、効果的な啓発事業を

開催します。（健康医療課、関係各課※1） 

・「食の安全・安心」に関する情報を提供しま

す。（関係各課※2） 

・生活習慣病の予防を目的とした栄養講座や高

齢者の健康保持につながる食生活に関する

講座を開催します。（中央保健センター） 

・食育月間等を活用した、効果的な啓発事業を
開催します。(健康医療課、関係各課※1) 

・「食の安全・安心」に関する情報を提供し
ます。（関係各課※2） 

・各世代における健康保持につながる食生活
についての情報を提供します。 

（健康医療課、中央保健センター） 

・妊娠中の食生活について学習する機会を提
供し、やせすぎのリスクについて啓発しま
す。（中央保健センター） 

・離乳食について学習する機会を提供し、幼
少期から薄味に慣れることや噛むことの大
切さについて啓発します。 

（中央保健センター） 

・保育園児、児童・生徒に薄味で栄養バラン
スのとれた給食を提供します。 

（保育課、学務課〔小・中学校〕） 

・保育園、幼稚園、小・中学校では、献立表
等の配布物を通じて、保護者に対し正しい
食生活について情報を提供します。（保育
課、学務課〔幼稚園〕、学務課及び指導課
〔小・中学校〕） 

・バランスのよい食事や薄味で美味

しい食べ方について、ご近所や仲

間同士、情報を交換します。 

・高齢者の低栄養予防について理解

を深め、地域の高齢者に声かけを

します。 

・行政等が発信する「食の安全・安

心」についての情報を積極的に受

け取り、仲間と情報を共有しま

す。 

・食に関する正しい情報を提供しま

す。（薬剤師会） 

・男性の料理教室を開催します。 

（食生活改善推進協議会） 

 

 

・主食、主菜、副菜のそろった、
栄養バランスのよいメニュー
（商品）を提供します。 

・野菜をたっぷりとれるメニュー
（商品）を提供します。 

・野菜の目標摂取量 
「１日３５０ｇ」をＰＲします。 

・減塩メニューを提供します。 

・エネルギーや塩分量などを分か
りやすく表示します。 

・埼玉県の「健康づくり協力店」
に登録します。 

 

 

① バランスのよい食事の啓発 

② 減塩の啓発 

③ 肥満・やせの予防と改善 

④ 高齢者の低栄養予防・フレイル予防 

⑤ 食の安全・安心に関する情報の適切な選別と

活用の促進 

・食育月間等を活用した、効果的な啓発事業を

開催します。(健康医療課、関係各課※1) 

・「食の安全・安心」に関する情報を提供しま

す。（関係各課※2） 

・高齢者に対し、健康維持と介護予防のための

食生活について、講話と調理実習を行いま

す。（介護福祉課） 

・一人暮らしなどの高齢者に栄養バランスのと

れた昼食を提供します。（介護福祉課） 

※1関係各課：生活安全課、環境課、農業振興課、商工観光課、障がい者福祉課、保育課、健康医療課、中央保健センター、 

国民健康保険課、学務課、指導課、生涯学習課、中央公民館等 

※2関係各課：生活安全課、農業振興課、保育課、健康医療課、中央保健センター、学務課等 

飲食店、食品の小売店などは 
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（２）歯・口腔の健康   

＜現状・課題＞  

■歯や口腔の健康は食べる喜びや話す楽しみを保つために大切であり、生活の質の向上

にも大きく寄与します。そのため、歯や口腔を清潔に保ち、その機能の維持・向上に努

める必要があります。 

■乳幼児期や学童・思春期は、歯磨き習慣の確立から自己管理に至る年齢であり、むし

歯の有病率が急増する時期でもあるため、保護者を対象に正しい歯磨きや口腔ケアの方

法などを周知する必要があります。また、妊娠期は、女性ホルモンの影響等により、む

し歯や歯周病等の口腔内トラブルを起こしやすくなります。バランスのとれた食生活や

適切なケアについて周知をする必要があります。 

■歯周病は、むし歯と並んで歯を失う主な原因です。また、糖尿病や心臓病などの生活

習慣病、肥満や認知症といった様々な病気にかかわっており、全身の健康に影響を及ぼ

します。歯周病を予防することが生活習慣病を予防することにつながることを、早い時

期から周知する必要があります。 

■平成 23年 8月に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体

は、歯科口腔保健の推進に関する施策について、地域の状況に応じた施策を実施するよ

う努めることとなっています。 

■本市の死因別死亡割合(平成２６年)を見ると（P13図６）、肺炎が１１．２％で第３

位となっています。高齢者や寝たきりの人などで、飲み込む力が衰えている人に誤嚥性

肺炎※が多く発生しています。誤嚥性肺炎を防ぐため、噛む力、飲み込む力を維持する

とともに、口腔を清潔に保ち、歯周病を予防することが重要です。                             

■市民アンケート調査によると（P51図 2５）、「よく噛みゆっくり食べることを心が

けている市民の割合」は３０．１％でした。噛み方や食べる速さに着目し、口腔の健康

や口腔機能の獲得・維持・向上と関連させた取り組みが重要です。また、「この１年間

に歯科健診等を受けたことのある市民の割合」（P55図 2６）は、男性は４８．９％、

女性は６０．７％、全体では５４．８％です。むし歯や歯周病を防ぎ、心身の健康を保

つためにも、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を受けることが重要です。   

 

 

 

※誤嚥性肺炎：食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺に流れ込んだ細菌が繁殖することによっておこる

肺炎のこと。 
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施策の項目 

① 食事や会話を楽しみ、健康で長生きするための６０２４ろくまるにいよん

運動※１及び８０２０
はちまるにいまる

運動※２

の推進 

② 噛かミングみ ん ぐ

３０
さんまる

※３の推進 

 

指標 

指標 現状値 

（平成 27年度） 

目標値 

(平成 3４年度) 

備考 

過去１年間に歯科健診を

受けた市民の割合 
５４．８％ ６５％ 

市民アンケート調査 

食事をよく噛みゆっくり食

べる市民の割合 
３０．１％ ５５％ 市民アンケート調査 

８０歳で２０歯以上の自分

の歯を有する市民の割合 
２３．１％ ５０％ 市民アンケート調査 

 

 

 

 

60.7

48.9

54.8

36.2

48.4

41.9

3.2

2.6

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

（ｎ＝473）

男性

（ｎ＝419）

全体

（ｎ＝898）

この1年間に歯科健診や歯石除去、ブラッシング指導を受けた市民の割合

受けた 受けていない 無回答

図2６ 

※１６０２４
ろくまるにいよん

運動：「60歳で 24本以上自分の歯を保とう」という運動 

※２８０２０
はちまるにいまる

運動：「８０歳で２０本以上自分の歯を保とう」という運動。 

※３噛
か

ミング
み ん ぐ

３０
さんまる

：一口３０回以上噛んで食べること。 

「十分に歯や口を使う『食べ方』により、健康増進を図ろう」ということです。 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

 40歳～６５歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇歯・口腔の健康の取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

青年世代 

16歳～３９歳 

・食後に歯磨きの習慣を身につ

けます。 

・よく噛んで食べます。 

（噛
か

ミング
み ん ぐ

３０
さんまる

の実践） 

 

・食後は歯磨きをして、むし歯

や歯周病を防ぎます。 

・歯や口腔の健康が全身の健康

につながることを理解します。 

・かかりつけ歯科医を持ち、定

期的に歯科健診を受けます。 

・食事はよく噛んでゆっくり食

べます（噛
か

ミング
み ん ぐ

３０
さんまる

の実践）。 

・6 0 2 4
ろくまるにいよん

運動、８０２０
はちまるにいまる

運動

を正しく理解します。 

 

・食後の歯磨きを、家族で習

慣にします。 

・6 0 2 4
ろくまるにいよん

運動、8 0 2 0
はちまるにいまる

運

動を推進するため、歯・口

腔の健康について学び、家

族で知識を共有します。 

・家族みんなでかかりつけ歯

科医を持ち、定期的に歯科

健診を受けます。 

・家族みんなでよく噛んで食

べます。 

 

・食後の歯磨きを習慣にし、仕

上げ磨きをします。 

・家族みんなで、よく噛んで食

べます。 

・かかりつけ歯科医を持ちま

す。 

施策の項目 

・かかりつけ歯科医を持ち、

定期的に歯科健診を受けるよ

う環境を整えます。 

・噛む力、飲み込む力が衰え

ていないか確認します。 

 

 

・８０２０
はちまるにいまる

運動を実践します。 

・自分に合った歯の手入れ方法

を知り、実践します。 

・噛む力、飲み込む力の維持

に努めます。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・歯や口腔の健康が生活習慣病など全身の健康に影響

することを周知し、口腔機能の維持・向上に努めま

す。（介護福祉課、健康医療課、中央保健センター） 

・歯科医療を受けることが困難な方が受けやすくなる

よう、在宅訪問歯科情報などを提供します。 

（障がい者福祉課、中央保健センター） 

・6 0 2 4
ろくまるにいよん

運動、8 0 2 0
はちまるにいまる

運動を啓発し、その定着化

をめざします。（健康医療課、中央保健センター） 

・歯科健診や歯科医療に関する情報など歯科に関する

情報を提供します。(健康医療課、中央保健センター） 

・かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を受け

るよう啓発します。(健康医療課、中央保健センター) 

・よく噛んでゆっくり食べることを啓発します。（健

康医療課、中央保健センター） 

・妊婦を対象にブラッシング指導を行うとともに、歯・

口腔の健康を保つことやよく噛んで食べることを啓

発します。（中央保健センター） 

・妊婦を対象に歯科健診の機会の確保に努めます。（中

央保健センター） 

・歯間ブラシ等の使用方法を周知するなど、歯周病予

防に努めます。（中央保健センター） 

・行政等が行う歯・口腔

の健康に関する講座等

の情報を周知し、参加

を呼びかけます。 

・歯・口腔の健康が全身

の健康につながること

を理解し、地域に周知

します。 

・噛
か

ミング
み ん ぐ

３０
さんまる

を推進し

ます。 

・6 0 2 4
ろくまるにいよん

運動、

8 0 2 0
はちまるにいまる

運動を推進

します。 

・久喜市やその他の組織

と連携して、ライフス

テージに応じた歯科健

診の実施や歯科保健指

導などを行います。ま

た、イベント等を通じ

て市民の皆さんとの交

流を持ち、情報を提供

します。（歯科医師会） 

・歯科医療の通院などが

困難な方へ、在宅歯科

医療に関する情報を提

供します。（歯科医師

会） 

・口腔内の健康が全身に

影響を及ぼすことを周

知し、定期受診を促す

環境づくりを行いま

す。（医師会、歯科医

師会、薬剤師会） 

・1歳 6か月児、3歳児を対象に歯科健診を行います。また 2

歳児を対象にむし歯予防教室を開催し、むし歯予防に努めま

す。（中央保健センター） 

・1歳 6か月児を対象に、フッ化物塗布を行います。（中央保

健センター） 

・未就学児と保護者を対象に、歯科医による講習会を開催し、

歯・口腔の健康を保つ大切さを啓発します。（子育て支援課） 

・給食後に歯磨き指導を行います。また、よく噛んで食べるこ

とを指導します。（保育課、学務課〔幼稚園〕）、指導課〔小・

中学校〕） 

・児童生徒に歯科健診やブラッシング指導を行い、正しい歯磨

きで虫歯を予防し、歯・口腔の健康を保つ大切さや、よく噛

みゆっくり食べることを啓発します。（指導課〔小・中学校〕） 

・噛む力や飲み込む力を維持できるよう、口腔機能向上に

向けた事業を実施します。（介護福祉課） 

 

① 食事や会話を楽しみ、健康で長生きするための６０２４ろくまるにいよん

運動及び８０２０
はちまるにいまる

運動の推進 

② 噛か ミングみ ん ぐ

３０
さんまる

の推進 
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３ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は、その患者数が年々増加しており、

国民の大きな健康問題になっています。これらの疾病は、食事、運動などの生活習慣と

密接な関連があり、発症を予防する「一次予防」と重症化を予防する「重症化予防」の

取り組みが重要となります。 

 生活習慣を見直すことで、疾病の発症そのものを予防する「一次予防」については、

「１ 分野別の健康づくりの推進」や「２ 健康寿命を延伸する食育の推進」において、

それらの取り組みをまとめました。 

ここでは、特に「重症化予防」に着目し、取り組むべきことをまとめています。 

（１）がん  

＜現状・課題＞ 

■がんは日本人の死因の第１位であり、総死亡数の約３割を占めています。日本人の２

人に１人ががんにかかり、３人に１人はがんで亡くなっています。 

■本市においても、がんは死因第 1位で総死亡数の３割を占めており、中年期（４５

歳～６４歳）においては、死因の約 5割（平成２２年～平成２６年）を占めています

（P13図６、図７）。がんの予防及び早期発見並びに早期治療につなげる取り組みが

必要です。 

■国は「がん対策推進基本計画」に基づき、がん検診の受診率５０％をめざしています。

本市のがん検診受診率※（平成２７年度）は、一番高い大腸がん検診でも３割程度であ

り（Ｐ１５図１１）、全てのがん検診において、受診率の向上を図る必要があります。 

ただし、国における受診率の算定方法と異なり、市のがん検診の受診率には職域等で

の受診が含まれていないため、市民全体に対する正確な受診率の把握は難しいのが現状

です。各種がん検診の正確な受診率の把握に努め、その向上をめざして、がん検診の必

要性や重要性を啓発するとともに、受診勧奨の工夫や受診しやすい検診体制の整備など

を進めることが重要です。 

■特に女性や働く世代へのがん対策の充実を図る必要があります。 

■本市は、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、が

ん検診を実施しています。指針は、内容の改正等その充実が図られており、本市は関係

機関と連携してその充実を図る必要があります。 

 

※本市のがん検診受診率：市が実施するがん検診を受診した人の割合。 
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施策の項目 

① がん検診の受診促進 

 

指標 

指標 
現状値 

（平成 27年度） 

目標値 

（平成 3４年度） 
備考 

がん検診受診率 胃がん検診  12.0％ 

肺がん検診  14.6％ 

大腸がん検診 34.9％ 

乳がん検診  22.6％ 

子宮がん検診 23.7％ 

すべてのがん検診 

５０％ 

＊市が実施するがん検診を

受診した人の割合 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～６４歳 

高齢世代 

６5歳以上 

◇がんの取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

青年世代 

16歳～３９歳 

・規則正しい生活習慣（食事、

運動、休養）を身につけます。 

 

・健康管理の大切さを学びま

す。 

 

・規則正しい生活（食事、運動、

休養）を心がけ、健康管理に

努めます。 

・禁煙、節煙、受動喫煙防止に

努めます。 

・適正飲酒を心がけます。 

 

・健康診査や対象年齢に該当す

るがん検診を受けます。 

 

・がん検診の内容や必要性を知

り、定期的に検診を受けます。 

・家族で健康づくりに関心を持

ち、生活習慣の改善に協力し

ます。 

・家族の健康状態を把握しま

す。 

 

・家族で規則正しい生活（食事、

運動、休養）を心がけます。 

・子どもの健康状態を把握しま

す。 

 

施策の項目 

・定期的にがん検診を受けるよ

う、また、その結果必要な検

査を受けるよう声をかけま

す。 

・家族で健康づくりに関心を持

ち、生活習慣の改善に協力し

ます。 

・家族の健康状態を把握しま

す。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・がんに関する正しい知識の啓発に努

めます。（健康医療課、中央保健セ

ンター） 

・がん対策を推進します。（中央保健

センター） 

・精密検査未受診者に対し、受診を促

し、がんの早期発見と適切な治療に

つなげます。（中央保健センター） 

・乳がんの自己検診法を啓発するなど、

乳がんの早期発見に努めます。（中

央保健センター） 

・がん検診の内容の充実を図ります。

（中央保健センター） 

・女性や働く世代へのがん対策の充実

を図ります。（中央保健センター） 

・がん検診の必要性、重要性を啓発す

るとともに、受診しやすい検診体制

を整備し、がん検診の受診率向上に

努めます。（中央保健センター、国

民健康保険課） 

・行政が実施するがん検診の情報

を地域の皆さんに周知し、受診

をすすめます。 

・がん検診の必要性を理解し、誘

い合って受診します。 

・がん検診の大切さを互いに理解

するため、地域の行事等で体調

や健康について話し合う機会を

持ちます。 

・がん検診の内容を知るととも

に、検診の意味を正しく理解し、

自分に必要な検診を受けること

ができるよう、地域の皆さんに

声かけを行います。 

・がん検診等の機会を通じて、健

康管理に関する指導を行いま

す。また、がんや生活習慣病に

関する市民講座を実施します。

（医師会） 

 

 

・児童生徒に対し、がんについての正し

い理解と健康と命の大切さについて主

体的に考えることができるよう、がん

教育を行います。（指導課〔小・中学

校〕） 

① がん検診の受診促進 
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（２）心疾患・脳血管疾患・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）・糖尿病・ＣＫＤ（慢性腎臓病） 

＜現状・課題＞ 

■心疾患や脳血管疾患は、がんと並んで日本人の主要死因の一つです。本市でも、心疾

患は死因の第２位、脳血管疾患は肺炎に次ぎ第４位となっています（P１３図６）。 

また、中年期（４５歳から６４歳）においては、脳血管疾患は心疾患に次ぎ、第３位

です（P１３図７）。 

■ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）は、たばこを主とする有害物質を長期吸入することに

よってもたらされる肺の炎症性疾患で、重症化すると酸素吸入が必要になるなど生活に

影響を及ぼします。平成２６年の本市の死因順位は、８位となっています（P１３図６）。

禁煙による予防と薬による治療が可能な病気ですが、認知度は低く、ＣＯＰＤの認知度

を向上させる取り組みが必要です。 

■糖尿病は、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患の危険因子であり、放置すると、神経

障害や網膜症、腎症などの重大な合併症を発症し、生活の質（ＱＯＬ）等に大きな影響

を及ぼします。特に腎症については、人工透析に至ることもあり、糖尿病を予防するこ

とは大変重要です。 

■糖尿病は、早期の段階では自覚症状がほとんど見られないことから、早期発見のため

には、特定健康診査などを定期的に受けることが重要です。また仮に糖尿病を患っても

悪化させないよう、生活習慣の改善や治療を行うなど、主治医（かかりつけ医）ととも

に健康管理を行っていく必要があります。 

■ＣＫＤ（慢性腎臓病）は、腎臓の異常が続く状態で、生活習慣病が原因のものが多く、

進行すると心筋梗塞や脳卒中の発症頻度が高いと言われています。初期には、自覚症状は

ほとんどなく、自覚症状が現れたときにはかなり進行している場合が多いといわれています。生

活習慣病の危険因子を早期に発見する特定健康診査や生活習慣病改善のための特定保健

指導を受けることが大切です。 

■本市は、久喜市特定健康診査等実施計画を策定し、国民健康保険被保険者の特定健康

診査及び特定保健指導の受診率の目標を国の目標と同様に、平成２９年度までにいずれ

も６０％とすることを掲げています。本市における特定健康診査の受診率は、年々上昇

しているものの、平成２７年度は４２．７％であり（Ｐ１４図１０）、目標値には達し

ていない状況です。また、平成 27年度の特定保健指導実施率は１１．１％であり、目

標値に達成せず、ともに受診率の向上が課題となっています。 
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施策の項目 

① 健康管理の実践に向けた主体的な取り組みの促進 

指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

特定健康診査受診率 

（国民健康保険被保険者） 
４２．７％ ６０％ 

法定報告値 

特定保健指導実施率 

（国民健康保険被保険者） 
１１．１％ ６０％ 

法定報告値 

定期的に健康診断を受け

ている市民の割合 
７８．０％ ８３％ 

市民アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「とねっと」とは、埼玉県利根保健医療圏※内の地域の病院、診療所、画像診断施

設や臨床検査施設などを安全なネットワークで結び、患者さんの情報を共有するシス

テムであり、医療機関等における医療情報の共有や救急医療現場における登録情報の

活用など、いくつかの機能を持つシステムです。 

 その機能の１つに「健康記録」があり、体重や血圧などの検査データ等を皆さんの

健康管理に役立てていただくことができます。「健康記録」は、パソコンやスマート

フォンにより利用することができ、登録したデータをグラフ化したり、システムに参

加する「かかりつけ医」が確認することもできます。まずは、「とねっと」に参加登

録し、健康管理にご活用ください！ 

（とねっとの参加登録の申込みについては、市ホームページをご覧いただくか、健康

医療課、各保健センターまでお問合せください） 

※埼玉県利根保健医療圏：久喜市、行田市、加須市、羽生市、蓮田市、幸手市、 

白岡市、宮代町、杉戸町の７市２町 

家族歴を知ろう 

両親、祖父母、伯父伯母（叔父叔母）兄弟姉妹等の健康について家族で確認し合ったこと

はありますか。家族や近親者の現在及び過去の病気に関する履歴のことを家族歴といいます。

生活習慣病は、遺伝的要因も強いため、家族歴を知ることは大変重要です。家族歴を知るこ

とで、自分がどんな病気にかかりやすい体質か気づき、病気を早期に予防しましょう。 

健康管理のため「とねっと」を活用しましょう！ 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～６４歳 

高齢世代 

６5歳以上 

◇心疾患・脳血管疾患・ＣＯＰD（慢性閉塞性肺疾患） 

・糖尿病・ＣＫＤ（慢性腎臓病）の取り組み◇         

幼少世代 

0歳～15歳 

青年世代 

16歳～39歳 

・規則正しい生活習慣（食事、

運動、休養等）を身につけ

ます。 

・適切な体重を維持します。 

・健康管理の大切さを理解し

ます。 

 

・家族で健康づくりに関心を

持ち、生活習慣の改善に努め

ます。 

・家族の健康状態を把握しま

す。 

・家族歴について情報を共有

します。 

・家族で規則正しい生活（食事、

運動、休養等）を考え、実践

します。 

・子どもの健康状態を把握しま

す。 

・子どもに家族歴※を伝えます。 

（※Ｐ６３参照） 

施策の項目 

・定期的に特定健康診査等を

受けるよう、また、その結

果により、必要な検査を受

けるよう声をかけます。 

・家族で健康づくりに関心を

持ち、生活習慣の改善に努

めます。 

・家族の健康状態を把握し、

改善に努めます。 

・「とねっと」（※Ｐ６３参照）

に家族そろって登録します。 

・家族歴を知り、家族の病気

は自分にも起こり得るこ

とを理解します。 

・定期的に特定健康診査やが

ん検診などを受診します。 

・適正体重の維持を心がけ、

自分に合う運動や食生活

を考え、実践します。 

・「医療機関等における医療

情報の共有」や「救急医療

現場における登録情報の

活用」のため、「とねっと
※」に登録します（※Ｐ６３

参照）。 

・特定健康診査などの結果を

継続的に自己管理するため、

「とねっと」の健康記録を活

用します。 
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地域ができること 行政ができること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群 

 

 

 

 

・児童生徒に対し、規則正しい生活習慣

を身につけるための知識の普及・啓発

を図ります。（指導課〔小・中学校〕） 

・生活習慣病予防につなげるため、小学

校 4年生を対象に小児生活習慣病予防

健診を実施します。（学務課〔小学校〕） 

 

① 健康管理の実践に向けた主体的な取り組みの促進 

・子どもたちの健康状態について

意識を持ち、見守ります。 

・血圧測定等や健康管理全般について支援

します（介護福祉課） 

・後期高齢者医療加入者を対象に生活習慣

病の早期発見・重症化予防のための健康診

査を実施します。（埼玉県後期高齢者医療

広域連合、国民健康保険課） 

・行政等が行う健康講座を周知

し、参加を呼びかけます。 

・誘い合って、健康診査やがん検

診を受診します。 

・生活習慣病について理解し、地

域の仲間と健康づくりに取り組

みます。 

・特定健康診査や健康づくり・食

育に関する事業、市民講座など

様々な機会を通じて、生活習慣

病に関する指導や情報提供を行

います。（医師会） 

・「とねっと」システムを理解し、

活用します。（医師会） 

・服薬管理が難しい方に対して、

残薬を減らすため、服薬管理の

相談に対応します。（薬剤師会） 

・出前講座により、健康相談や血

圧測定等を行います。（社会福

祉協議会） 

 

・「とねっと」（※Ｐ６３参照）への登録を促進しま

す。（健康医療課、中央保健センター） 

・生活習慣病に関する知識の普及とともに、

健康の維持管理を自ら行えるよう健康講

座を開催し、健康づくりを支援します。

（中央保健センター） 

・国民健康保険加入者（40歳～74歳）を

対象に、メタボリックシンドローム※に着

目した特定健康診査を実施します。（国

民健康保険課） 

・特定健康診査の結果、特定保健指導対象

者に保健指導の必要性を啓発します。（国

民健康保険課、中央保健センター） 

・特定健康診査の結果、特定保健指導対象

者に特定保健指導を行います。（国民健

康保険課、中央保健センター） 

・特定健康診査の結果及びレセプト情報に

基づき、医療機関への適切な受診勧奨を

行います。（国民健康保険課） 

・生活習慣病重症化予防事業に取り組みま

す（国民健康保険課） 
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４ 分野別の食育の推進 

（１）食文化の伝承  

＜現状・課題＞ 

■四季折々の食材に恵まれた日本は、長い年月をかけて、地域の伝統的な行事などと結

びついた食文化を形成してきました。しかし、近年、核家族化や、食のグローバル化な

どが進む中で、地場産物を活かした郷土料理や、優れた伝統的な食文化が十分に受け継

がれず、その特色が失われつつあります。 

■和食が、平成２５年１２月にユネスコの無形文化遺産に登録されたことを踏まえ、「和

食」の保護・継承が進められています。家庭や地域において、「和食」の作り方や味、

作法などが、大人から子どもへ受け継がれていくよう支援する必要があります。 

■市民アンケート調査によると、「食文化を伝える市民の割合」は減少しています（P25

表 12）。本市の食文化の伝承に向けて、「家庭の味」や「郷土料理」、「伝統料理」、

「行事食」について、魅力を再発見する取り組みを進める必要があります。 

■味噌作りや手打ちうどんなど、市内の農家に伝わる「伝統料理」や「郷土料理」の講

習会が開催されていますが、指導者の高齢化などにより、今後、指導者となる人材の育

成や、伝える方法が課題となっています。 

 

 

施策の項目 

① 地域や家庭で受け継がれている伝統的な料理や作法の伝承 

 

指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

伝えたい料理がある市民

の割合 ６３．８％ ７０％ 
市民アンケート調査 

  

  

食事のあいさつ ～ いただきます と ごちそうさま について～ 

「いただきます」は、もともと「頭にのせる」の意味ですが、物をもらったり、飲食したりすることを意味するようになりました。

「食べる」という行為自体は、貴重な動植物の命を受け継ぐことであり、食事に至るまでに生産者を始めとする多くの人々の苦労や

努力により支えられていることから、自然の恩恵なども含め、さまざまな感謝の気持ちが込められているといわれています。 

「ごちそうさま」について、「馳走」は食事の用意で走り回ることを意味し、走り回って食事の準備をしてくれたことに対する感

謝の気持ちが込められているといわれています。 

緑風館の料理教室 

手打ちうどん 
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45.0 

56.6 
61.4 

69.6 66.7 65.6 65.2 

53.8 

63.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

16歳～19歳

（ｎ＝20）

20歳代

（ｎ＝53）

30歳代

（ｎ＝88）

40歳代

（ｎ＝115）

50歳代

（ｎ＝141）

60歳代

（ｎ＝224）

70歳代

（ｎ＝187）

80歳以上

（ｎ＝65）

16歳以上

（ｎ＝898）

(再掲）

伝えたい料理がある市民の割合（年代別）

21.3 36.0 6.6 33.2 3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子どもたちや次の世代に伝えたい料理がある市民の割合

伝えたい料理があり、伝えている

伝えたい料理があり、今後伝えたい

伝えたい料理があるが、今後伝えるつもりはない

伝えたい料理はない

無回答

（％） 

図 2７ 

図 2８ 

伝えたい料理がある（63.8％） 

（ｎ＝898） 

伝統料理、郷土料理、行事食の例 

 
・ 塩あんびん 

・ いがまんじゅう 

・ 冷汁（ごま汁） 

・ 呉汁 

・ けんちん汁 

・ しもつかれ 

・ 手打ちそば 

・ 手打ちうどん 

・ 赤飯 

・ 草もち 

・ 雑煮 

・ おはぎ 

・ 梅干し 

・ たくあん漬け 

・ 白菜漬け 

・ 手作り味噌 

・ かきもち 

・ うの花 

・ 切り干し大根の煮物 

・ きんぴら 

・ 里芋の煮しめ 

・ 黒豆の煮豆 

・ きゃらぶき 

・ なます    など 

 
緑風館の料理教室 

ごま汁づくり 

参考：埼玉ふるさとの伝承料理集 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

40歳～64歳 

 

高齢世代 

６５歳以上 

◇食文化の伝承の取り組み◇          

幼少世代 

0歳～15歳 

 

青年世代 

16歳～３９歳 

・「郷土料理」、「伝統料理」、

「行事食」に興味を持ち、体験

します。 

・「家庭の味」に慣れ親しみます。 

・食事のマナー（お箸の持ち方、

食器の配膳、あいさつなど）を

身につけます。 

・家庭料理に「和食」をとり入

れます。 

・「家庭の味」を受け継ぎ、次

世代へ伝えます。 

・市内に伝わる「郷土料理」や、

昔ながらに作られてきた「伝

統料理」、「行事食」につい

て知ります。 

・「郷土料理」、「伝統料理」、

「行事食」を作り、次世代に

伝統的な食文化を伝えます。 

・地域でとれた食材を活かし、

季節や行事に合わせた料理を

作ります。 

・食事のマナーを守り、子ども

たちの手本となります。 

・家庭料理に「和食」をとり入

れます。 

・「家庭の味」を受け継ぎ、次

世代の家族に伝えます。 

・市内に伝わる「郷土料理」や、

昔ながらに作られてきた「伝

統料理」、「行事食」につい

て、どんな時に、どのように

食べていたかなどを家族で話

し合います。 

・「郷土料理」、「伝統料理」、

「行事食」を作り、次世代の

家族に伝統的な食文化を伝え

ます。 

・地域でとれた食材を活かし、

季節や行事に合わせた料理を

家庭で作ります。 

・家族みんなで食事のマナーを

守り、子どもたちの手本とな

ります。 

施策の項目 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・子ども会、PTA活動など、イベ

ント等で食事を提供する際には、

「郷土料理」、「伝統料理」、「行

事食」を積極的に取り入れ、子ど

もたちや若い世代に伝統的な食

文化を伝えます。 

・保育園や幼稚園では、十五夜、餅つ

き、節分、ひな祭りなどの行事を通じ

て、子どもたちに伝統的な食文化を伝

えます。（保育課、学務課〔幼稚園〕） 

・小・中学校では、地域でとれた食材

を活かした「郷土料理」、「伝統料理」、

「行事食」を、学校給食を通じて提供

します。（学務課〔小・中学校〕） 

・小・中学校における教育活動や学校

給食の実施を通じて、食事のマナーの

習得や食事のあいさつの定着を図り

ます。（指導課〔小・中学校〕） 

・予定献立表、給食だより、給食時の

放送等を通じて、児童生徒や保護者に

伝統的な食文化を伝えます。 

（学務課〔小・中学校〕） 

・市内に伝わる「郷土料理」や、昔な

がらに作られてきた「伝統料理」、「行

事食」を伝える講習会を開催します。

（農業振興課） 

・食育月間等を活用した、効果的な啓

発事業を開催します。【再掲】 

（健康医療課、関係各課） 

・地域のお祭り、自治会活動、イベ

ント等で食事を提供する際には、

「郷土料理」、「伝統料理」、「行

事食」を積極的に取り入れ、子ど

もたちや若い世代に伝統的な食文

化を伝えます。 

・地元農産物を扱う小売店では、地

域でとれる食材を利用した「郷土

料理」、「伝統料理」、「行事食」

等を紹介します。 

・農産物直売所では、イベント等で、

伝統的な料理や食材を提供しま

す。 

 

・地域でとれた旬の食材を活用しま

す。 

・地域の郷土料理を提供します。 

 

 
① 地域や家庭で受け継がれている伝統的な料理や作法の伝承 

・保育園や幼稚園では、十五夜、餅

つき、節分、ひな祭りなどの行事

を通じて、子どもたちに伝統的な

食文化を伝えます。 

飲食店などは 
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（２）地産地消の推進  

＜現状・課題＞ 

■「食」の安全については、近年、消費者の関心が高く、新鮮で安全・安心な農産物が

求められています。本市では、地域の豊かな自然環境を活かして生産された米や野菜、

果物などの地元産農産物を、積極的に消費する「地産地消※１」を推進し、農業の活性化

を図っています。また、「久喜市農産物直売所ガイドマップ※2」の作成や、久喜産を

PRする「野菜用のテープ※3」を作成するなど、久喜産農産物の「ブランド化」を進め

ています。 

■市民アンケート調査によると（P71図 29）、「食材を購入するときに優先すること」

は、「国内産で一番低価格なもの」３８．０％、「産地や価格にこだわらず鮮度や味の

よさそうなもの」３５．４％となっており、「地元産を優先する」は１０．１％でした。

今後は、より多くの人が久喜産農産物に関心を持ち、購入する機会が増えるよう、イン

ターネットなどを積極的に活用し、情報発信の強化に努めるとともに、多用な販売ルー

トを確保する必要があります。 

■本市の学校給食では、久喜産農産物を活用した献立を提供しています。（重量ベース

で米は１００％、野菜等は１５．９％、合計４１．１％久喜産を使用）地産地消を進める

ため、学校給食における久喜産農産物の活用について一層の充実を図る必要があります。 

■市内には、しみん農園など、農業体験ができる施設があり、農園の貸し出しや、収穫

体験、久喜産農産物を使った料理教室などが開催されています。また、農業に関するイ

ベントとして、産業祭、収穫祭等が行われています。小・中学校においては、学校ファ

ーム※4を活用した取り組みを実施しています。 

■市民アンケート調査によると（Ｐ７１図３０）、農業体験を通じて「食の意識が高まっ

た」と回答した市民は、地元産農産物を優先的に購入する（地産地消）ほか、本市が期待

する食行動において全体の平均値を上回っています。子どもから大人まで、よりたくさん

の人に農業体験ができる機会を提供し、「食」への意識が高まるよう支援することが必要

です。 

施策の項目 

① 農業体験等の提供 

② 学校給食等における久喜産農産物の活用 

 

 

※１地産地消：地域で生産されたものを地域で消費しようとする考え方のこと。地産地消の取り組むことで、 

次のような効果が期待できます。 

    ・生産者の「顔が見える」安全・安心な農産物を購入する機会提供される。  

・生産者と消費者の良好な関係づくりに寄与する。 

・消費者の「食」や「農業」に対する意識が高まる。 

・食料自給率の向上、地域農業の活性化につながる。 

・農産物の輸送距離が短縮され、輸送に伴う化石燃料の消費量の削減、温室効果ガス（二酸化炭素等）
の排出量の削減につながる。 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

学校給食における久喜産農産物

を使用する割合（米を含まない） 
１５．９％ １７％ 

小・中学校実績 

（重量ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

腹八分目にする

よく噛み、ゆっくり食べる

野菜、果物を多くとる

地元でとれる野菜等を料理する

地元産を優先的に購入する

伝えたい料理があり伝えている

きちんとした食事を2人以上で楽しくゆっくり毎日食べる

朝食を毎日食べる

食育の言葉も意味も知っている

（％）

農業体験で「食の意識が高まった」と回答した市民と全体の平均値の比較

農業体験で「食の意識が高まった」群（n=247） 平均値（n=898）

38.0 

35.4 

10.5 

10.1 

5.1 

0.9 
市民が食材を購入するときに優先すること

国内産で一番低価格のもの

産地や価格にこだわらず鮮度や味のよさそうなもの

海外産を含めて一番低価格のもの

地元産を優先する

その他

無回答

※2久喜市農産物直売所ガイドマップ：  

市内の農産物直売所の情報をまとめた

ガイドマップです。個人の直売所（50

か所）と農業協同組合等の直売所（4か

所）を掲載しています。 

※3野菜用のテープ： 

「久喜市産」と書かれたオリジ

ナルのテープを市で作成してい

ます。市内の農家に配布し、野菜

に巻きつけて販売しています。 

（％） 

（n＝898） 

図 29 

図 30 

※4学校ファーム：学校ファームは、学校単位に農園を設置し、心身共に発育段階にある児童・

生徒が農業体験活動を通じて、生命や自然、環境や食物などに対する理解を深

めるとともに、情操や生きる力を身につけることをねらいとした取り組みで

す。通学路沿いなど、学校近隣の農地を活用し、植え付けから収穫までの複数

の生育過程を学んでいます。 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

４０歳～６４歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇地産地消の推進の取り組み◇          

幼少世代 

０歳～15歳 

青年世代 

１６歳～３９歳 

・久喜産の食材を学びます。 

・農産物の栽培や収穫を体験し

ます。 

・育てた人や食べ物に、感謝の

気持ちを持ちます。 

・久喜産農産物を積極的に利用

します。 

・久喜産農産物を使用した料理

教室に参加します。 

・農業に従事していない方は、

農業体験（栽培や収穫等）を

します。 

・農業に関するイベントに参加

し、生産者と情報を交換しま

す。 

・農業者は、久喜産農産物の魅

力や情報を発信します。 

 

・食卓にのぼった久喜産の食

材について、家族で話題に

します。 

・一緒に農業体験（栽培や収

穫等）をします。 

・農業を営む家族は、食材の

美味しい食べ方など、久喜

産農産物の魅力や情報を発

信します。 

 

・子どもと買い物に行き、久

喜産の食材を購入します。 

・子どもと一緒に農産物の栽

培や収穫を体験します。 

・育てた人や食べ物への「感

謝の気持ち」について、子ど

もと話をします。 

施策の項目 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・「しみん農園」で農園を貸し出すな

ど、農業体験ができる環境整備や体

験機会を提供します。（農業振興課、

各総合支所環境経済課） 

・久喜産農産物のブランド化を推進し

ます。（農業振興課、各総合支所環

境経済課） 

・「産業祭」や「収穫祭」など、農業

に関するイベントを開催し、農業者

と都市住民の交流を推進します。

（農業振興課、各総合支所環境経済

課） 

・「緑風館」や「花と香りのふれあい

センター」、「農業者トレーニング

センター」などで、久喜産農産物を

使用した料理教室を開催します。

（農業振興課、各総合支所環境経済

課） 

・地域の大人たちは、子どもたちに

農業体験のできる機会や環境を

つくります。 

・学校ファームなどの取り組みに協

力します。 

（農業者及び農業協同組合） 

・保育園では、給食に使用する久喜産農

産物の生産者と交流する機会をつく

ります。（保育課） 

・保育園、小・中学校では、久喜産農産

物をとり入れた給食を実施します。

（保育課、学務課〔小・中学校〕） 

・保育園、幼稚園、小・中学校では、学

校ファームなどの農業体験（米や野菜

などの栽培・収穫等）を実施します。

（保育課、学務課〔幼稚園〕、指導課

〔小・中学校〕） ・地域のイベント等で、食べ物を提

供する際には、食材に久喜産農産

物を積極的に使用します。 

・隣近所や仲間同士で、久喜産農産

物の美味しい食べ方について情

報を交換します。 

・地域のボランティア団体等が調理

実習や料理講習会をする際には、

久喜産農産物を活用し、地産地消

を参加者に PRします。 

 

 

・地場産農産物をとり入れたメニュ

ー（商品）を提供します。 

・お店等のフェイスブックページや

ホームページで「地産地消」に関

する取り組みを発信します。 

 

 

 

① 農業体験等の提供 

② 学校給食等における久喜産農産物の活用 

飲食店、食品の小売店などは 
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（３）環境を意識した食の循環  

＜現状・課題＞ 

■私たちの食生活は、食料の生産から消費に至るまで「食の循環」により成り立ってい

ます。また、買い物や調理、後片付けなどの食事づくりに伴い、ガソリン、電気、ガス、

水道、洗剤、包装容器など、様々なエネルギーや資源を消費し、ごみや二酸化炭素を発

生させています。 

■本市では、環境負荷の少ない農業の普及を図るため、減農薬・減化学肥料などの特別

栽培に取り組む農業者や、エコ・ファーマー※１の確保及び育成など、「環境保全型農業
※２」の推進に取り組んでいます。 

■環境への負荷を抑え、後世に豊かな食生活を受け継ぐためには、環境への負荷がより

少ないものを選択するなど、日常生活の行動について、市民一人ひとりが見直す必要が

あります。 

■日本では年間約６４２万トン※３の「食品ロス」を発生させており、その約半分は、一

般家庭から発生したものであると言われています。食べ残しや食品の廃棄が増大し、食

料資源の浪費や環境への負荷が問題となっています。 

 

■久喜宮代衛生組合が平成２７年度に実施した『ごみ組成調査』によると、燃やせるご

みの４５．８％は「紙、木竹等」、次いで４４．５％が「生ごみ」でした。大きな割合

を占めている「生ごみ」の減量化が課題となっています。市民一人ひとりが「食品ロス」

の現状やその削減の必要性についての認識を深め、無駄や廃棄を減らす取り組みを行う

ことが必要です。 

 

 

 

 

※１エコ・ファーマー：環境に調和した農業に取り組み、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する
法律に基づいて都道府県知事に認定された農業者のこと。 

※２環境保全型農業：農業が有する物質循環型の特質を最大限に活用し、環境保全機能を向上させるととも
に、環境への負荷をできるだけ減らしていくことをめざす農業のこと（化学肥料や農薬
に大きく依存しない自然環境に配慮した取り組みなど）。 

※３年間約６４２万トン：農林水産省及び環境省「平成 24年度推計」による。 

 



４ 分野別の食育の推進 

 

 

75 

彩の国エコぐるめ協力店 

埼玉県の事業で、食品ロスや食品廃棄物を減らす取り組みを実施する事業者を募集し登録を行っています。登録さ

れたお店には、登録証（ステッカー11cm×9cm）が贈呈されます。また、お店の取り組みが、県のホームページ

で紹介されます。 

 

登録の要件 

次のいずれかの取り組みを実施している埼玉県内の飲食店、食料品を扱う小売店又 

は飲食物を提供する。 

事業者（旅館など）であること。 

1.小盛り、ハーフサイズの設定など、お客様の要望に沿った量での提供  

2.お客様が食べ残しをしなかった場合の割引や特典の提供  

3.宴会等における食べきりの呼び掛け  

4.ポスター等の掲示による食品ロス削減に向けた啓発、情報の提供  

5.食料品の量り売り、ばら売りなど、お客様の要望に沿った量での販売  

6.その他、食品ロスや食品廃棄物の削減につながる取り組み 

施策の項目 

① 食品ロスの削減 

② 環境保全型農業の推進 

指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

食品ロス削減のために何らかの

行動をしている市民の割合 
なし ８０％ 

参考：国の目標値 

８０％以上 

 

  

フードマイレージとは 

食料の輸入距離という意味であり、食品の生産地と消費地が近ければフードマイレージは小さくなる。フードマイレージが小さ

くなれば、輸送にかかわるエネルギーが小さくなり、地球環境に与える負荷も小さくなるという。食料品は地産地消が望ましいと

いう考え方に基づくもの。 

  

△久喜市立鷲宮中学校 

 ２年生の作品 

 

＊このポスターは、平成２８年度健康づくり・食

育推進啓発ポスターの応募作品です。 

環境に配慮した食育（１日に減らせる二酸化炭素の量は？） 

◆ご飯やおかずを、残さず食べた。         

→（二酸化炭素－９ｇ）   

◆野菜などの食料品は近くの産地のものを買った。 

 →（二酸化炭素－１５ｇ） 

◆買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。 

 →（二酸化炭素－５６ｇ）  

◆出かけるときは、水筒やマイボトルを持ち歩いた。 

→（二酸化炭素－４０ｇ） 

 

 

 

参考：埼玉県「エコライフ DAY2016（夏）チェックシート（中学校・高校・一般用）」  

ブナの木 1本の 1日当たりの二酸化炭素吸収量は約 30g 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

４０歳～６４歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇環境を意識した食の循環の取り組み◇         

幼少世代 

０歳～１５歳 

青年世代 

１６歳～３９歳 

・食べ残しをしないようにし

ます。 

・作ってくれた人や食べ物に

感謝の気持ちを持ちます。 

・食を通じて、環境問題に興

味を持ちます。 

・必要以上に買い込まないよう

にします。 

・食べ残しをしないようにしま

す。 

・冷蔵庫を定期的に整理します。 

・生ごみを堆肥化します。（ご

みとして出すときは、水切りを

します） 

・野菜などの食料品は、なるべ

く近くで生産されたものを購

入します。 

・減農薬や減化学肥料など、環

境に配慮して生産された農産

物を選択します。 

・食材やエネルギー、水などを

大切に使います。 

・繰り返し使えるマイボトル、

マイ箸、マイバックなどを使い

ます。 

 

・家族みんなで食品ロスの削

減に取り組みます。 

・外食では食べ切れる量を注

文します。 

・買い物や調理、後片付けを

するときは、環境にも配慮

するよう、家族に働きかけ

ます。 

 

 

・必要以上の量を用意せず、

子どもに食べ物を無駄にし

ないよう声をかけます。 

・子どもが環境問題に興味を

持てるよう、身近な食べも

のとの関係などを話題にし

ます。 

施策の項目 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・食品ロスの現状やその削減の必要性

について、広報紙やホームページを

利用して普及します。（環境課） 

・家庭用生ごみ処理容器や業務用生ご

み処理機器等の購入費用を一部助成

します。（久喜宮代衛生組合） 

・ノーレジ袋キャンペーンを実施しま

す。（久喜宮代衛生組合） 

・環境に配慮した生産方法（環境保全

型農業）を推進します。 

（農業振興課） 

 

 

・保育園、幼稚園、小・中学校では、食

べ残しを減らすための働きかけを行

います。（保育課、学務課〔幼稚園〕、

指導課〔小・中学校〕） 

 

・環境に配慮して生産した農産物を

学校給食に提供します。 

（農業者及び農業協同組合） 

・台所資源（生ごみ）堆肥化モデル

地区では、生ごみを分別し、生ご

み堆肥化に協力します。 

 

 

 

・小盛り、ハーフサイズの設定、

宴会等における食べきりの呼び

かけなど、食品ロスや食品廃棄

物の削減につながる取り組みを

します。 

・お店等のフェイスブックページ

やホームページで「食べきり」

や「食品ロス削減」に関する取

り組みを発信します。 

・近隣のフードバンクを活用し、

食品の廃棄物を削減します。 

・埼玉県の「エコぐるめ協力店」

に登録します。 

・減農薬や減化学肥料等に取り組

む農業者から、野菜等を仕入れ

ます。 

 

 

 

① 食品ロスの削減 

② 環境保全型農業の推進 

飲食店、食品の小売店などは 
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（４）若い世代を中心とした食育の推進  

＜現状・課題＞ 

■２０歳代から３０歳代を中心とする「若い世代」は、親世代又はこれから親になる世代

でもあり、食に関する知識や取り組みを次世代に伝えるといった役割がありますが、他の

世代に比べ、「食行動」に多くの課題がみられるとのことです（内閣府の「食育に関する

意識調査：平成 27年 10月」による）。 

■厚生労働省「平成 2７年国民健康・栄養調査」によると、２０歳代から４０歳代の栄養

素や食物の摂取状況は、エネルギーやたんぱく質などともに、魚介類、豆類、乳類、野菜

類、果実類などの摂取量が、６０歳代に比べると少ない状況があります。 

■市民アンケート調査によると（P51図 23、図 24）、30歳代から 50歳代までの男

性の肥満と、20歳代女性のやせが課題となっています。また、「適切な食事の量や内容

を知らない市民の割合」は(P７９図 31）、２０歳代から４０歳代男性と２０歳代女性に

多いことから、適切な食事の内容（主食・主菜・副菜をそろえて食べること）や、適切な

食事の量（適正体重を維持する食事量に調整すること）について、周知する必要がありま

す。 

■市民アンケート調査によると（P７９図 32）、２０歳代から 40歳代男性と 20歳代

女性の朝食欠食率は高い状況にあります。第１次計画の評価では、小・中学生の朝食欠食

率については改善傾向でしたが、平成２７年度の調査結果において、ほとんど朝食を食べ

ないと答えた小学生は１．５％、中学生は２．６％と、目標値には達成しませんでした（P23

表 10）。朝食の欠食は、肥満や高血圧などのリスクを高めることから、若い世代に向け

て朝食を毎日食べる取り組みを進める必要があります。 

■若い世代を中心として効果的に食育を推進するために、スマートフォンなどを活用した、

若い世代のニーズに合った方法や内容に考慮した情報発信、また、気軽に参加できる食に

関する取り組みや食環境の整備などが必要です。 

 

 

 

施策の項目 

① 若い世代に向けた「朝ごはんを食べよう」の推進 

② 若い世代のニーズに合わせた情報発信 

＜若い世代の考え方＞ 

本計画でいう「若い世代」とは、小・中学生（高校生等）から、保護者となる世代（20歳代と

30歳代）を中心に捉えることとし、４つの世代の分類では、幼少世代と青年世代に該当します。 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

毎日朝食を食べている児童生徒の割合 小学５年生 

９６．２％ 

中学２年生 

９６．６％ 

小学５年生 

99％ 

中学２年生 

99％ 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調査

（久喜市教育委

員会） 

朝食を欠食する若い世代の割合 

（「ほとんど食べない」、「週に 

２～３日食べる」の合計） 

２０～３０歳代 

２２．０％ 

２０～３０歳代 

１５％以下 

市民アンケート

調査 

主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を

1 日 2 回以上ほぼ毎日食べている若い

世代の割合 

なし 
２０～３０歳代 

55％ 

参考国の目標

値：55％以上 

 

 

 

 

  

60.0
64.0

73.2

64.0
56.7 56.6

39.4
43.8

54.760.0

82.1

46.8

56.9

46.9

33.1
26.4

51.5

43.6

48.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 全体

（％） 自分にとっての適切な食事の量や内容を知らない市民の割合

男性 女性 合計

10.0 

24.0 24.4 

14.0 
11.7 

4.7 
3.2 

0.0 

22.0 

0.0 

14.3 

6.4 
4.6 4.9 

1.7 1.1 

6.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

16歳～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 20～30歳代

男女合計

（再掲）

（％） 朝食を食べない市民の割合

男性 女性

図 31 

図 32 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

４０歳～６４歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇若い世代を中心とした食育の推進の取り組み◇         

幼少世代 

０歳～１５歳 

青年世代 

１６歳～３９歳 

・朝ごはんをしっかり食べます

（夜は早く寝ます）。 

・その日に食べた給食や学校で

学習したことなどを家族に

話します。 

・家族や仲間と一緒に食事や食

事づくりを楽しみます。 

・食事づくりに必要な知識や技

術を身につけます。 

・朝ごはんを毎日食べる習慣を

維持します。 

・自分や家族の食事に関心を向

けます。 

・食育のイベントに参加します。 

 

・家族で一緒に食事を作りま

す。 

・家族で一緒に食事を楽しみ

ます。 

・家族の食事に関心を向けま

す。 

・家族を誘って食のイベント

等に参加します。 

・朝ごはんを作ります。 

・夜は早く寝かせます。 

・その日に食べた給食や学校で

学習したことについて、家族

で話をします。 

・食事の時間を楽しみます。 

・食事づくりに必要な知識や技

術を子どもに伝えます。 

・子どもと一緒に食のイベント

等に参加します。 

施策の項目 

・若い世代が抱える食生活の悩

みに耳を傾けます。 

・子どもや若い世代に食事の大

切さを伝えます。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・若い世代や親子が集まるイベン

ト等を行う際には、朝食の重要

性や食事のバランスを伝えま

す。 

・インターネットやＳＮＳ、マス

コミなど活用し、食育に関する

情報を提供します。 

 

・インターネットやＳＮＳ、マスコミなどを

活用し、食育に関する情報を提供します。

（関係各課※） 

・子育て中の保護者を対象に、食事の大切さ

や、バランスのよいメニューについて学習

する機会を提供します。（子育て支援課） 

・保育園児の保護者を対象に「保育士一日体

験」を実施し、給食の体験等を通じて食へ

の興味・関心を高める機会を提供します。

（保育課） 

・適切な食事の内容や量について周知しま

す。（健康医療課、中央保健センター） 

・幼稚園の保護者を対象に朝食の重要性や、

食事の楽しみなどについて周知します。

（学務課〔幼稚園〕） 

・児童・生徒及び保護者に、特別活動や学校

保健委員会、学校だより等を通じて、朝食

の重要性について周知します。「早寝早起

き朝ごはん運動」を推進します。（指導課

〔小・中学校〕） 

・若い世代が参加できる調理実習を実施し、

食の大切さや楽しさ、具体的な調理法につ

いて学習する機会を提供します。（中央公

民館） 

 

 

 

① 若い世代に向けた「朝ごはんを食べよう」の推進 

② 若い世代のニーズに合わせた情報発信 

  

  

  

※関係各課：生活安全課、環境課、農業振興課、商工観光課、障がい者福祉課、保育課、健康医療課、中央保健センター、

国民健康保険課、学務課、指導課、生涯学習課、中央公民館等 
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５ 健康づくり・食育推進を支える環境の整備  

（１）実践化への方策と推進  

＜現状と課題＞ 

■健康づくりや食育は、市民一人ひとりが主体的に取り組むことはもとより、地域や団

体、関係機関、行政等が協働し、市民の実践につながる環境を整備することが重要です。

人とのつながりが健康に与える影響として、地域のつながりが豊かなほど、住民の健康

状態が良いことが報告されています。そのようなことから、地域において、健康づくり

や食育の普及活動を行っている団体と、連携を強化していくことが重要です。 

■市民アンケート調査によると（Ｐ８３図３3）、「市民が運動の継続に必要と思うこ

と」は、「自分のやる気」と答えた割合が７２，６％と最も高く、次いで「気軽に運動

できる場所・施設」、「一緒に運動をする仲間」の順となっています。このようなこと

から、やる気を引き出す仕組みづくりや環境整備が必要であります。 

■埼玉県は平成２９年度からＩＣＴを活用した埼玉県健康マイレージ制度※を開始しま

す。久喜市も、この制度を活用するなど、健康づくりや食育の推進を支える環境整備を

行います。 

 

施策の項目 

① 意欲を引き出す仕組みづくり 

 

指標 

指標 
現状値 

（平成 27年度） 

目標値 

（平成 3４年度） 
備考 

健康マイレージ参加者数 

なし 3,000人 

 

 

 

 ※埼玉県健康マイレージ制度：専用の歩数計を、歩数読み取り機（リーダー）にタッチすることで、歩数

が管理されます。歩数に応じて健康ポイントが貯まり、そのポイントに応じ

て抽選で景品が当たります。 
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2.9

9.4

18.0 

26.4

43.8

72.6

0 20 40 60 80

託児ができること

教室や講座などの情報

適切な指導

一緒に運動をする仲間

気軽に運動できる施設・場所

自分のやる気

（％）

市民が運動の継続に必要と思うこと（複数回答）

図 33 

（n=898） 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

４０歳～６４歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇実践化への方策と推進の取り組み◇         

幼少世代 

０歳～１５歳 

青年世代 

１６歳～３９歳 

施策の項目 

・家族で健康づくりや食育に

取り組みます。 

・健康づくりや食育に取り組

む仲間を見つけます。 

・地域の行事に家族で参加す

るなど、地域のつながりを

大切にします。 

・継続して取り組めるよう声

をかけます。 

・健康づくりや食育に一緒に

取り組む仲間を見つけま

す 

・自分に合った方法で、継続

的に健康づくりや食育に

取り組みます。 

・地域の方とあいさつを交わ

し、地域の行事に参加する

など地域のつながりを大

切にします。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・仲間づくりの場を提供します。 

・誘い合って健康づくりや食育の

推進に取り組みます。 

・あいさつや声かけを積極的に行

い、地域のつながりや支えあい

を大切にします。 

・健康づくりや食育の推進に関す

る情報を共有します。 

・市民が主体的に健康づくりに取り組

めるよう健康マイレージ事業を推進

します。（中央保健センター） 

・スポーツ・レクリエーション活動を

通じた市民交流の促進を図るため、ス

ポーツ推進委員の活躍の場づくりを

進めるとともに、スポーツ推進委員の

資質向上に努めます。（生涯学習課） 

・市民がスポーツ・レクリエーション

に親しむ場として社会体育施設や学

校体育施設の充実を図ります。（生涯

学習課） 

・高齢者が仲間と楽しみながら運動を

継続できる場を提供します。【再掲】

（介護福祉課） 

・乳幼児及びその保護者を対象に、身

体を動かす機会を提供します。【再掲】

（子育て支援課） 

・運動のできる公園や施設の充実を図

ります。【再掲】（公園緑地課） 

・久喜マラソン大会をはじめとする各

種大会、教室等を開催し、幅広い世代

のスポーツ・レクリエーション活動へ

の参加機会の充実を図ります。【再掲】

（生涯学習課） 

・気軽にスポーツに親しみながら親睦

を深め、生活習慣病予防につながるよ

うな健康づくりの場を提供します。

【再掲】（中央公民館） 

① 意欲を引き出す仕組みづくり 
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（２）多様な暮らしに応じた環境整備  

＜現状・課題＞ 

■「食事を楽しむこと」や「団らんをすること」など、家族や仲間と食べる心地よい食

卓は心身の健康につながります。また、食事づくりに参加することで、食生活に関する

知識や技術を身につけられ、食事の楽しみが一層深まります。 

■市民アンケート調査によると（Ｐ８７図 34）、「毎日きちんとした食事を２人以上

で楽しくゆっくり食べる市民の割合」は５９．０％、中学生は５２，４％であり、とも

に平成２２年度と比較すると増加しています。一方、小学生は７０．３％と平成２２年

度と比較すると減少しており、子どもの共食（きょうしょく）※1について、その大切さ

を周知するとともに、共食の機会を増やす取り組みが必要です。 

■近年、様々な家族の状況や生活の形態や日常生活の多様化により、家庭や個人の努力

だけでは、健全な食生活の実践につなげることが難しい状況があります。そのような中、

地域や所属するコミュニティ（職場も含む）等を通じて、様々な人と共食する機会を持

つことが重要です。また、共食をしたいと思う人が集まり、食事づくりや食事を楽しむ

ことができるように、それらの活動を支えるボランティアの育成や、活動の場の提供が

必要です。 

■高齢者の中には、食事に関する意識は高いものの、加齢に伴い、買い物や調理が困難

な状況にある方もみられ、高齢者の食の自立を支える取り組みが必要です。 

■市民アンケート調査によると（P１９表６）、「何らかの地域活動に参加している市

民の割合（６０歳以上）」は、男性３６．２％、女性３１．４％と、いずれも平成２２

年度より改善が見られましたが、目標値に達しませんでした。特に、女性の改善は、わ

ずか 0.3ポイントの増加にとどまっています。急速に高齢化が進む現状を踏まえ、高齢

世代の地域とのつながりを進める取り組みが必要です。 

 

施策の項目 

① ボランティアの養成 

② 活動の場の提供 

 

 

 

※1共食（きょうしょく）：一人で食べるのではなく、家族や友人、職場の人や地域の人など、誰かと共に食事をするこ

と。また、共食には「一緒に食べること」だけではなく、「何を作ろうか？」、「おいしか

ったね」と会話をすることも含まれます。内閣府の調査※によると、食事を家族と一緒に食べ

ることについては、一人で食べることより、「家族とのコミュニケーションを図ることがで

きる」、「楽しく食べることができる」、「栄養バランスのよい食事を食べることができる」

といった利点が挙げられています。 

（※食育に関する調査（平成 27年 10月）／内閣府） 
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指標 

指標 
現状値 

(平成 27年度) 

目標値 

(平成 3４年度) 
備考 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べ

る共食の回数 なし 11回以上／週 

参考：国の目標値 11

回以上／週 

何らかの地域活動に参加している

市民の割合の増加 

60歳以上 

男性 ３６．２％ 

女性 ３１．４％ 

60歳以上 

男性 ４５．０％ 

女性 ４０．０％ 

市民アンケート調査 
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きちんとした食事を２人以上で楽しくゆっくり食べる市民の割合

（平成２２年度と２７年度の比較）

ほとんど毎日食べる 週に4～5回食べる 週に2～3回食べる ほとんど食べない 無回答

図 34 
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生 

  

＊このポスターは、平成２８年度健康づくり・食育推進啓発ポスターの応募作品です。 

久喜市立菖蒲南中学校 

３年生の作品 
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自分ができること 家族ができること 

壮年世代 

４０歳～６４歳 

高齢世代 

６５歳以上 

◇多様な暮らしに応じた環境整備の取り組み◇ 

          

幼少世代 

０歳～１５歳 

青年世代 

１６歳～３９歳 

・みんなで食事を楽しみま

す。 

・食事づくりのお手伝いをし

ます。 

・家族や仲間と一緒に会話を

楽しみながら食事をしま

す。 

・１日１回は家族と食事をす

るよう心がけます。 

・地域で食事をする機会に積

極的に参加します。 

・地域の行事のお手伝いやボ

ランティア活動等に参加す

るように努めます。 

 

・子どもと一緒に食事づくり

をします。 

・家族で食卓を囲みます。 

・「何を作ろうか？」「おい

しかったね」など、食事に

ついての会話を楽しみま

す。 

・食事の時間を家族でそろえ

ます。 

・地域で食事をする機会に、

家族で誘い合い参加しま

す。 

・様々な事業や地域での行事、

ボランティア活動等への参

加を支援し、協力します。 

施策の項目 

・家族や仲間と一緒に会話を

楽しみながら食事をしま

す。 

・地域で食事をする機会に積

極的に参加します。 

・自分にできる行事のお手伝

いやボランティア活動等に

参加するように努めます。 
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地域ができること 行政ができること 

 

  

 

 

 

 

・食事を楽しむこと、家族や仲間と団

らんすること、食を通じたコミュニ

ケーションを図ることなど「共食」

の大切さを周知します。（関係各課※） 

・ボランティア組織などを活用した支

援者を養成し、活動の場の情報を提

供します。（介護福祉課、健康医療

課、中央保健センター） 

・高齢者が仲間と一緒に会話を楽しみ

ながら食事をする機会を提供しま

す。【再掲】（介護福祉課） 

・調理実習を通じて、参加者へ共食の

機会を提供します。【再掲】（中央

公民館） 

・園児が紙芝居、絵本、カルタなどの

遊びを通じて、食べ物について学習

できる機会を提供し、楽しく食事が

できるよう支援します。（保育課、

学務課〔幼稚園〕） 

・園児や児童生徒がクラスの仲間と一

緒に食事を楽しむ機会を設けます。

（保育課、学務課〔幼稚園〕、指導

課〔小・中学校〕） 

・児童生徒に楽しく食事をするための

工夫や、家族や仲間と一緒に食べる

共食の大切さを伝え、家庭での実践

につなげます。（指導課〔小・中学

校〕） 

・地域や、所属するコミュニティ

で食事づくりや食事をする機会

をつくります。 

・事業所等は、従業員が夕食を家

族揃って食べられるようワーク

ライフバランスを推進します。 

・事業所等は、おかずを持ち寄っ

て食べる「持ち寄りランチ」や、

従業員がおかずを作ってみんな

で食べる「まかないランチ」な

ど、仲間と一緒に食べる機会を

つくります。 

・子どもや高齢者が地域で食事を

する機会をつくります。 

・ボランティア団体は、ボランティ

アの活動の場を提供します。 

・地域福祉活動におけるボランティ

ア活動事業を行います。（社会福

祉協議会） 

 

 

 

① ボランティアの養成 

② 活動の場の提供 

・一人暮らしの高齢者等を対象に、

配食サービスや会食の機会を提

供します。 

※関係各課：農業振興課、商工観光課、障がい者福祉課、介護福祉課、健康医療課、中央保健センター、生涯学習課、 

中央公民館等 
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１ 推進について 

（１）審議会を中心とする推進体制  

本計画の推進にあたっては、市民一人ひとりが主体的に、健康の増進や食育の推進へ

の取り組みを行う必要があります。 

また、併せて、個人を支える関係機関や団体、行政等多様な実践主体が目標を共有し、

それぞれがその役割を担いながら、一体となって取り組むことが重要です。 

本計画を計画的、効率的に推進するため、健康の増進と食育の推進を目的とする久喜

市健康増進・食育推進会議（以下「審議会」という）を設置し、推進体制の強化を図り

ます。審議会では、本計画の策定及び進行管理を行うとともに、市民や地域、行政と連

携して、健康づくりや食育を推進します。 

 

（２）庁内の推進体制  

本計画を総合的、かつ計画的に推進するためには、関係各課と課題等を共有し、連携

を図りながら推進していく必要があります。このため、「久喜市健康増進・食育推進庁

内連絡会議（以下「庁内連絡会議」という）」において、進行管理を行い、その推進を

図ります。 

 

（３）あらゆる機会を活用した啓発活動の確立  

本計画の趣旨や内容について、広く周知し、推進していくためには、従来からの啓発

方法も含め、あらゆる機会を通じて広く普及啓発する必要があります。そのため、第１

次計画同様、第２次久喜市健康増進・食育推進計画の周知を目的とした出前講座等の開

催や計画書及び概要版の作成配布等を行います。 

また、健康づくり・食育に関する啓発年間予定表を作成し、広報紙やホームページ等

を通じて計画的に普及啓発を図ります。 

さらに、第 1次計画の周知及び推進を目的に、平成 24年度から 5年間継続実施して

きた「久喜市健康・食育まつり」については、課題等を踏まえ、見直しを図るとともに、

国等により定められた食育月間や健康増進普及月間等の強化月間や週間等を活用して、

より効果的な啓発活動を行います。 
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健康づくり・食育啓発 （参考：国・県）  啓発テーマ  啓発テーマ 
４月  １０月 ●体力つくり強調月間 

●がん検診受診率５０％達成に

向けた集中キャンペーン月間 
●薬と健康の週間（１７日～２３

日） 
５月   ●禁煙デー（３１日） 

（禁煙週間３１日～６月６日） １１月 ●埼玉県地産地消月間 
（和食の日：２４日） 
●アルコール関連問題啓発週間 
（１０日～１６日） 

６月 ●食育月間 
（食育の日：毎月１９日） 
●歯と口の健康週間 
（４日～１０日） 

１２月  
７月  １月  
８月   ２月  
９月 ●がん征圧月間 

●健康増進普及月間 
●食生活改善普及月間 
●世界自殺予防デー（１０日） 
（自殺予防週間１０日～１６日） 

 ３月 ●自殺対策強化月間 
●女性の健康週間（１日～８日） 
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２ 評価について 

（１）毎年度の評価と計画全体の評価  

 ＜毎年度の評価＞ 

 ◆毎年度、本計画の進捗状況を把握し、本計画の評価を行い、健康増進や食育推進を

目的とする審議会や庁内連絡会議において審議するものとします。（ＰＤＣＡサイク

ルによる進行管理） 

 ◆各課の事業等を通じて市民アンケート調査を行い、参考値による指標の評価を行い

ます。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価に基づき、計画の

変更や事業の見直し

等を実施する 

進捗状況を確認し、達成 

状況の分析と評価を行う 

久喜市健康増進 

・食育推進計画の策定 

計画 

（Plan） 

評価 

（Check） 

健康づくり・

食育の推進 

市民、行政、関係団体

等が協働し、地域全体

で取り組む 

見直し 

（Action） 

実行 

（Do） 

計画（Ｐｌａｎ）を立て、それを実行（Ｄｏ）し、その結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）

して、見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行うという一連の流れを確立し、計画の進行管理

と評価を行います。 
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 ＜計画全体の評価＞ 

 ◆既存の健康・食育に関する統計やアンケート調査を基に、取り組み項目ごとに設定し

た数値目標（指標）に対する達成度を評価します。具体的には、平成３３年度に市民ア

ンケート調査を行い、平成３４年度の目標値に対して評価を行うこととします。 

 

（２）指標一覧  

 分野別の項目 指標 
現状値 

（平成27年度） 

目標値 

（平成3４年度） 
備考 

１ 

分
野
別
の
健
康
づ
く
り
の
推
進 

身体活動・運

動 

30分以上の運動を週 1回

以上している市民の割合 

30歳代男性 

43.9％ 

30歳代女性 

27.8％ 

50歳代男性 

38.3％ 

50歳代女性 

48.1％ 

30歳代男性 

55％ 

30歳代女性 

40％ 

50歳代男性 

50％ 

50歳代女性 

60％ 

市民アンケート

調査 

休養・こころ

の健康 

気軽に相談できる人がい

ない児童生徒の割合 

小学生 

15.3％ 

中学生 

15.0％ 

小学生 

0％ 

中学生 

0％ 

市民アンケート

調査（小・中学

生調査） 

自殺者数 33人 

（平成 26年） 

25人以下 

(平成３３年) 

人口動態統計 

たばこ・アル

コール 

喫煙者の割合 
妊婦 3.1％ 妊婦 ０％ 

健やか親子アン

ケート 

生活習慣病のリスクを高

める飲酒をしている市民

の割合 

20歳以上 

男性 14.5％ 

女性 10.2％ 

20歳以上 

男性 12％以下 

女性 8％以下 

市民アンケート

調査 

２ 

健
康
寿
命
を
延
伸
す
る
食

育
の
推
進 

栄養・食生活、

食の安全・安

心 

主食・主菜・副菜を組み合

わせた食事を 1日 2回以上

ほぼ毎日食べている市民の

割合 

なし ７０％ 

参考：国の目標

値 70%以上 

生活習慣病の予防や改善の

ために、ふだんから適正体

重の維持や減塩等について

気をつけた食生活を実践す

る市民の割合 

なし ７５％ 

参考：国の目標

値 75%以上 
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歯・口腔の健

康 

過去１年間に歯科健診

を受けた市民の割合 
５４．８％ ６５％ 

市民アンケート
調査 

食事をよく噛みゆっく

り食べる市民の割合 ３０．１％ ５５％ 
市民アンケート
調査 

80歳で 20歯以上の自分

の歯を有する市民の割合 ２３．１％ ５０％ 
市民アンケート
調査 

３ 

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
と
重
症
化
予
防 

がん がん検診受診率 胃がん検診  

12.0％ 

肺がん検診  

14.6％ 

大腸がん検診 

34.9％ 

乳がん検診  

22.6％ 

子宮がん検診 

23.7％ 

 

 

 

 

すべてのがん検診 

５０％ 

＊市で実施する 

がん検診を受診

した人の割合 

心疾患 

脳血管疾患 

ＣＯＰＤ 

糖尿病 

ＣＫＤ 

特定健康診査受診率 

（国民健康保険被保険者） ４２．７％ ６０％ 

法定報告値 

定期的に健康診断を受

けている市民の割合 ７８．０％ ８３％ 

市民アンケート
調査 

４ 

分
野
別
の
食
育
の
推
進 

食文化の伝承 伝えたい料理がある 

市民の割合 
６３．８％ ７０％ 

市民アンケート
調査 

地産地消の推

進 

学校給食における久喜

産農産物を使用する割

合（米を含まない） 
１５．９％ １７％ 

小・中学校実績 

（重量ベース） 

環境を意識し

た食の循環 

食品ロス削減のために何

らかの行動をしている市

民の割合 
なし ８０％ 

参考：国の目標
値８０％以上 

若い世代を中

心とした食育

の推進 

若い世代を中

心とした食育

の推進 

毎日朝食を食べている児

童生徒の割合 

小学５年生 

９６．２％ 

中学２年生 

９６．６％ 

小学５年生 

99％ 

中学２年生 

99％ 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調査

（久喜市教育委

員会） 

朝食を欠食する若い世代の

割合 

（「ほとんど食べない」、

「週に２～３日食べる」の

合計） 

20～３０歳代 

２２．０％ 

20～30歳代 

１５％以下 

市民アンケート
調査 
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主食、主菜、副菜を組み合

わせた食事を1日2回以上

ほぼ毎日食べている若い世

代の割合 

なし 

20～30歳代 

５５％ 

参考：国の目標
値 55％以上 

５ 

健
康
づ
く
り
・
食
育
推
進
を
支
え
る
環
境
の
整
備 

実践化への方

策と推進 

健康マイレージ参加者

数 
なし 3,000人 

 

多様な暮らし

に応じた環境

整備 

朝食又は夕食を家族と一緒

に食べる共食の回数 
なし 11回以上／週 

参考：国の目標
値 11回以上／
週 

何らかの地域活動に参

加している市民の割合

の増加 60歳以上 

男性 ３６．２％ 

女性 ３１．４％ 

60歳以上 

男性 ４５．０％ 

女性 ４０．０％ 

市民アンケート

調査 
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１．策定経過 

（１）策定経過 

年 月 日 会議名等 主  な  内  容 

平成２７年 

5月 13日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会 

第 2次計画の策定について 

・スケジュール（案） 

・アンケート調査項目について 

5月 13日 
久喜市食育推進庁内連絡会議作業

部会 
同上 

6月 17日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議・久喜市食育推進庁内連絡会議

（合同会議） 

同上 

7月 8日 久喜市健康づくり推進会議 
第 2次計画に向けた市民意識調査（アンケー

ト）について 

7月 10日 久喜市食育推進会議 同上 

平成２８年 

1月 27日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会・久喜市食育推進庁内

連絡会議作業部会 

（合同会議） 

第 2次健康増進計画・食育推進計画について 

① 第 2次（期）計画の概要 

② 計画策定スケジュール（案） 

③ 健康・食に関するアンケート調査結果
報告 

④ 現計画における評価指標の達成状況に
ついて 

2月 9日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議・久喜市食育推進庁内連絡会議 

（合同会議） 

第 2次健康増進計画・食育推進計画について 

① 第 2次計画の概要 

② 計画策定スケジュール（案） 

③ 健康・食に関するアンケート調査結果
報告 

④ 現計画における評価指標の達成状況に
ついて 

⑤ 作業部会での課題抽出結果 

3月 22日 久喜市食育推進会議 

（１）第 2 次健康増進計画・食育推進計画の

概要（案）について 

（２）第 2 次健康増進計画・食育推進計画策
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定スケジュール（案）について 

（３）健康・食に関するアンケート調査結果報

告 

（４）現計画における評価指標の達成状況につ

いて 

3月 25日 久喜市健康づくり推進会議 同上 

4月 22日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会・久喜市食育推進庁内

連絡会議作業部会 

（合同会議） 

第 2次健康増進計画・食育推進計画の策定に

ついて 

① アンケート、課題抽出シートから見えた健

康・食育に関する課題 

② 統計から見た久喜市の現状 

③ 基本理念について 

④ 健康増進計画・食育推進計画の体系につ
いて 

5月 13日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議・久喜市食育推進庁内連絡会議 

（合同会議） 

第 2次健康増進計画・食育推進計画について 

（１）統計・市民意識調査から見た久喜市の

現状等 

（２）第 1次評価の評価結果の概要 

（３）アンケート、課題抽出シートから見え

た健康・食育に関する課題 

（４）基本理念について 

6月 7日 

久喜市健康づくり推進会議・久喜

市食育推進会議 

（合同会議） 

（１）健康づくり・食育に関する課題等の整理

について 

（２）健康づくり・食育に関する課題等の意見

交換について 

（３）第 2次計画の基本理念について 

7月 7日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会・久喜市食育推進庁内

連絡会議作業部会 

（合同会議） 

（１）基本理念について 

（２）第２次健康増進計画・食育推進計画の

体系について 

（３）各課の取組みについて 

7月 21日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議・久喜市食育推進庁内連絡会議 

（合同会議） 

第 2 次健康増進計画・食育推進計画の策定に

ついて 

（１）基本理念について 

（２）計画の体系について 

（３）各課の取組みについて 
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8月 8日 久喜市食育推進会議 
（１）計画の基本理念について 

（２）計画の体系について 

8月 9日 久喜市健康づくり推進会議 
（１）計画の基本理念について 

（２）計画の体系について 

8月 25日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会・久喜市食育推進庁内

連絡会議作業部会 

（合同会議） 

（１）第 2次健康増進計画・食育推進計画の

体系について 

（２）各課の取組みについて 

（３）計画の推進と評価 

9月 28日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議・久喜市食育推進庁内連絡会議 

（合同会議） 

（１）第 2次健康増進計画・食育推進計画の

体系について 

（２）健康増進分野行動計画 

（３）食育推進分野行動計画 

（４）計画の推進と評価 

10月11日 久喜市健康づくり推進会議 

（１）計画の体系について 

（２）健康増進・食育推進計画について 

（３）計画の評価と推進について 

10月17日 久喜市食育推進会議 同上 

11月18日 

久喜市健康づくり推進庁内連絡会

議作業部会・久喜市食育推進庁内

連絡会議作業部会 

（合同会議） 

（仮称）第 2次久喜市健康増進・食育推進計

画（案）について 

12月 9日 久喜市食育推進会議 同上 

12月14日 久喜市健康づくり推進会議 同上 

平成２９年 

1月 11日 

久喜市健康づくり推進会議・久喜

市食育推進会議 

（合同会議） 

（仮称）第 2次久喜市健康増進・食育推進計

画（案）について 

1月 18日

～ 2月 16日 
市民意見提出制度（パブリックコメント）募集 

3月 1日 

久喜市健康づくり推進会議・久喜

市食育推進会議 

（合同会議） 

第 2次久喜市健康増進・食育推進計画（案）

の作成  
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（２）推進会議等 

久喜市健康づくり推進会議委員 

◎会長 ○副会長                          （順不同・敬称略） 

 

氏   名 団 体 名 区  分 

市川 秀一郎 市 民 公 募 

 岩部 正彦  〃  〃 

 齋藤 和恵  〃  〃 

 玉置 政美  〃  〃 

 玉川 達夫  〃  〃 

 前田 昭信  〃  〃 

 新井 克典 久喜市医師会 健康づくりに関する関係団体 

 渡辺 和泉 久喜市歯科医師会  〃 

 池上 栄一 久喜白岡薬剤師会  〃 

 原田 恒雄 
久喜市区長会連合会 
平成 27年 3月 18日～ 
平成 27年 3月 31日 

 〃 

 峯 義夫 
 〃 
平成 27年 6月 5日～ 

 〃 

 羽柴 直子 久喜市食生活改善推進員協議会  〃 

 新井 千鶴子 久喜市母子愛育連合会  〃 

 福田 武夫 久喜市レクリエーション協会  〃 

 石山 光雄 
久喜市体育協会 
平成 27年 3月 18日～ 
平成 28年 5月 11日 

 〃 

 小山 博子 
 〃 
平成 28年 5月 23日～ 

 〃 

 野原 初美 
久喜市スポーツ推進委員協議会 
平成 27年 3月 18日～ 
平成 28年 4月 20日 

 〃 

 笠巻 敬 
 〃 
平成 28年 5月 23日～ 

 〃 

○平井 よし子 久喜市スポーツ少年団本部  〃 

 大室 与五郎 久喜市彩愛クラブ連合会  〃 

 澤  妙子 久喜市社会福祉協議会  〃 

 田村 俊一 久喜市小中学校校長会  〃 

◎小松 智子 学識経験者 
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久喜市食育推進会議委員 

◎会長 ○副会長                          （順不同・敬称略） 

氏   名 団  体  名 区  分 

新井 和江 公 募 市 民 

鈴木 敬一  〃  〃 

野田 恵子  〃  〃 

濵田 亜砂子  〃  〃 

 平塚 修子  〃  〃 

山田 實  〃  〃 

 染谷 和美 久喜市小中学校校長会 教育・保育 

 折原 憲司 久喜市ＰＴＡ連合会  〃 

 岡田 竜一 久喜市私立幼稚園協会  〃 

 髙木 学 久喜市医師会 社会福祉・保健・医療 

 上岡 斉 久喜市歯科医師会  〃 

 根本 昌子 久喜白岡薬剤師会  〃 

 高瀬 由美 社会福祉法人啓和会  〃 

 塚越 敏夫 埼玉みずほ農業協同組合 農業関係 

 杉田 孝行 
ＪＡ南彩久喜農産物直売所連絡協

議会 
 〃 

 齋藤 勝義 久喜市商工会 食品関係 

 島野 弘子 全国農協食品（株）久喜事業所  〃 

 羽柴 直子 久喜市食生活改善推進員協議会 ボランティア・消費者団体 

○宮内 智 久喜市くらしの会  

◎野原 宏 学識経験者 
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（３）法律等 

○健康増進法（抜粋） 

（目的）  

第一条  この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健

康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に

関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るため

の措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。  

 

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条  国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識

の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の

増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に

対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。  

 

（都道府県健康増進計画等）  

第八条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施

策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとする。  

２  市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進

の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよう努

めるものとする。  

３  国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必

要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の

一部を補助することができる。  

 

○食育基本法（抜粋） 

（目的）  

第一条  この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわた

って健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題とな

っていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明

らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と

豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。  

 

（地方公共団体の責務）  

第十条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、そ

の地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

（市町村食育推進計画）  

第十八条  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努

めなければならない。  

２  市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、

市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければな

らない。  
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○久喜市健康づくり推進会議条例 

平成２２年７月１３日 

条例第２４７号 

（設置） 

第１条 本市における総合的な健康づくりを推進するため、久喜市健康づくり推進会議（以下「推

進会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 久喜市健康増進計画（健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項に規定す

る市町村健康増進計画をいう。）を作成し、及びその実施を推進すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、健康づくりに関する重要事項について審議し、及び健康づく

りに関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員２０人以内で組織する。 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 公募による市民 

（２） 健康づくりに関する関係団体に属する者 

（３） 学識経験を有する者 

（委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 推進会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第７条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の推進

会議の会議は、市長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見聴取等） 

第８条 会長は、健康づくりのため必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席

を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、健康増進部健康医療課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議

に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○久喜市食育推進会議条例 

平成２２年７月１３日 

条例第２４８号 

（設置） 

第１条 本市における総合的な食育の推進を図るため、食育基本法（平成１７年法律第６３号。

以下「法」という。）第３３条第１項の規定に基づき、久喜市食育推進会議（以下「推進会議」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 久喜市食育推進計画（法第１８条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。）を作

成し、及びその実施を推進すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推

進に関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員２０人以内で組織する。 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 公募による市民 

（２） 教育若しくは保育に関する機関又は関係団体に属する者 

（３） 社会福祉、保健若しくは医療に関する機関又は関係団体に属する者 

（４） 農業者又は農業に関する団体に属する者 

（５） 食品の製造、加工、流通、販売若しくは食事の提供を行う事業者又はその組織する団体

に属する者 

（６） 食育の推進に関する活動に携わるボランティア団体に属する者及び消費者団体に属する

者 

（７） 学識経験を有する者 

（委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 推進会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第７条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の推進

会議の会議は、市長が招集する。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見聴取等） 

第８条 会長は、食育のため必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め

て意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、健康増進部健康医療課において処理する。 
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（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議

に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

○久喜市健康づくり推進庁内連絡会議規程 

平成２２年９月１３日 

訓令第５４号 

改正 平成２４年３月２日訓令第１４号 

平成２５年３月２６日訓令第２号 

平成２８年３月２９日訓令第６号 
（設置） 

第１条 市における健康づくりに関する施策を関係課が連携して総合的に推進するため、久喜市

健康づくり推進庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 久喜市健康づくり推進会議条例（平成２２年久喜市条例第２４７号）第２条第１号に規

定する久喜市健康増進計画の作成についての検討及び進行管理に関すること。 

（２） その他健康づくりに関する施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は健康増進部部長の職にある者を、副会長は健康増進部健康医療課課長（以下「健康医

療課長」という。）の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、健康づくりに関する施策の推進のため必要があると認めるときは、連絡会議の会議

に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

（作業部会） 

第６条 健康増進計画の作成について、必要な調査、研究及び課題の整理をするほか、健康づく

りに関する施策の推進に必要な事項を協議するため、連絡会議に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は健康医療課長の職にある者を、副部会長は健康増進部健康医療課（以下「健康医療

課」という。）の健康企画係係長をもって充て、部会員は連絡会議に属する関係各課の健康づ

くりに関係する業務を担当する職員のうち関係各課の課長にそれぞれ推薦された者とする。 

４ 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

６ 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 
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７ 部会長は、健康づくりに関する施策の推進のため必要があると認めるときは、作業部会の会

議に関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求める

ことができる。 

（庶務） 

第７条 連絡会議及び作業部会の庶務は、健康医療課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２日訓令第１４号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日訓令第６号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

市民部 生活安全課長 

環境経済部 農業振興課長 

商工観光課長 

福祉部 障がい者福祉課長 

介護福祉課長 

子育て支援課長 

保育課長 

健康増進部 中央保健センター所長 

国民健康保険課長 

建設部 公園緑地課長 

教育部 学務課長 

指導課長 

生涯学習課長 

中央公民館長 
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○久喜市食育推進庁内連絡会議規程 

平成２２年９月１３日 

訓令第５５号 

改正 平成２４年３月２日訓令第１５号 

平成２５年３月２６日訓令第３号 

（設置） 

第１条 市における食育に関する施策を関係課が連携して総合的に推進するため、久喜市食育推

進庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 久喜市食育推進会議条例（平成２２年久喜市条例第２４８号）第２条第１号に規定する

久喜市食育推進計画の作成についての検討及び進行管理に関すること。 

（２） その他食育に関する施策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は健康増進部部長の職にある者を、副会長は健康増進部健康医療課課長（以下「健康医

療課長」という。）の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 連絡会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、食育に関する施策の推進のため必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係

者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることがで

きる。 

（作業部会） 

第６条 食育推進計画の作成について、必要な調査、研究及び課題の整理をするほか、食育に関

する施策の推進に必要な事項を協議するため、連絡会議に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は健康医療課長の職にある者を、副部会長は健康増進部健康医療課（以下「健康医療

課」という。）の健康企画係係長をもって充て、部会員は連絡会議に属する関係各課の食育に

関係する業務を担当する職員のうち関係各課の課長にそれぞれ推薦された者とする。 

４ 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

６ 作業部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

７ 部会長は、食育に関する施策の推進のため必要があると認めるときは、作業部会の会議に関

係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることが

できる。 

（庶務） 

第７条 連絡会議及び作業部会の庶務は、健康医療課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２４年３月２日訓令第１５号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日訓令第３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別表（第３条関係） 

市民部 生活安全課長 

環境経済部 環境課長 

農業振興課長 

商工観光課長 

福祉部 障がい者福祉課長 

介護福祉課長 

子育て支援課長 

保育課長 

健康増進部 中央保健センター所長 

国民健康保険課長 

教育部 学務課長 

指導課長 

生涯学習課長 

中央公民館長 
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２．用語解説集 

用 語 内          容 

あ行 ＩＣＴ 「Information and Communication Technology」の略

で、コンピュータやネットワークに関連する諸分野における

技術・産業・設備・サービスなどの総称のこと。 

悪性新生物 がんなどの悪性腫瘍のこと 

か行 噛（か）ミング３０

（さんまる） 

一口３０回以上噛んで食べること。「十分に歯・口を使う『食

べ方』を通して、健康増進を図ろう」ということ。 

環境保全型農業 農業が有する物質循環型の特質を最大限に活用し、環境保全

機能を向上させるとともに、環境への負荷をできるだけ減ら

していくことを目指す農業のこと（化学肥料や農業に大きく

依存しない自然環境に配慮した取り組みなど）。 

共食 一人で食べるのではなく、家族や友人、職場の人や地域の人

など、誰かと共に食事をすること。また、共食には「一緒に

食べること」だけではなく、「何を作ろうか？」、「おいし

かったね」と会話をすることも含まれる。 

健康寿命 

（６５歳健康寿命） 

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる

期間をいう。（埼玉県では、健康寿命を「65歳健康寿命」

としている。６５歳の方が自立した生活を送ることができる

期間のことで、具体的には６５歳から要介護２以上になるま

での平均的な年数を埼玉県が独自で算出している。） 

健康マイレージ制

度 

健康づくりを促進する新しい仕組みであり、健康づくりに関

するメニューに参加し、ポイントを集めることで特典を受け

られる制度。埼玉県では、専用の歩数計を、歩数読み取り機

（リーダー）にタッチすることで、歩数が管理されます。歩

数に応じて健康ポイントが貯まり、そのポイントに応じて抽

選で景品が当たる。 

合計特殊出生率 出生率計算の際の分母の人口数を、出産可能年齢（15～49

歳）の女性に限定し、各年齢ごとの出生率を足し合わせ、一

人の女性が生涯、何人の子供を産むのかを推計したもの。 

誤嚥性肺炎 食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺に流れ込んだ細菌が繁

殖することによっておこる肺炎のこと。 

こころの体温計（メ

ンタルヘルスチェ

ックシステム） 

久喜市のホームページからパソコンや携帯電話を使って、気

軽にいつでもどこでも簡単にメンタルヘルス（心の健康状

態）をチェックできるシステムのこと。このシステムは、自

http://www.sophia-it.com/content/Information+and+Communication+Technology
http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
http://www.sophia-it.com/content/%E9%96%A2%E9%80%A3
http://www.sophia-it.com/content/%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
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分自身をチェックするだけでなく、家族や友人など周りの人

の目でチェックすることもできる。 

さ行 ゲートキーパー 悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を聴いて、必要な支援

につなげ、見守る人のこと。 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞

性肺疾患） 

たばこ煙を主とする有毒物質を長期間吸入することによっ

て生じる肺の炎症による病気のこと。 

ＣＫＤ（慢性腎臓

病） 

慢性に経過するすべての腎疾患を含む疾患概念。蛋白尿など

腎障害を示す所見や腎機能低下が慢性的に続く状態のこと。

末期腎不全への進行リスクである他、心血管障害の発症リス

クでもある。 

受動喫煙防止 受動喫煙は、他人のたばこの煙を吸わされることをいい、そ

れを防止するために健康増進法第 25条では、「学校、体育

館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理

する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又

はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされ

ることをいう。）を防止するために必要な措置を 講ずるよ

うに努めなければならない。」としている。 

食育 生きる上の基本であって、知育、徳育及び体育の基盤となる

べきもの。心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ

し、生涯にわたって健全な心と身体を養い豊かな人間性をは

ぐくんでいく基礎となるもの。 

食品ロス 本来まだ食べられるのに捨てられる食品のこと。 

食料自給率 国内の食料消費が、国産でどの程度賄えているかを示す指標

のこと。 

身体活動（身体活動

量） 

安静にしている状態よりも多くエネルギーを消費する全て

の動作をさす。日常生活における家事・通勤・通学等の「生

活活動」と、体力の維持・向上を目的として実施される「運

動」がある。 

身体活動指針（アク

ティブガイド） 

「健康づくりのための身体活動基準２０１３」で定められた

基準を達成するための実践の手立てとして示された、国民向

けのガイドライン。『＋１０（プラステン）：今より 10分

多く体を動かそう』をメインメッセージにまとめられてい

る。 

生活習慣病 食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関

与し、発症の原因となる疾患の総称。以前は「成人病」と呼

ばれていたが、成人であっても生活習慣の改善により予防可
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能で、成人でなくても発症可能性があることから、１９９６

年に当時の厚生労働省が「生活習慣病」と改称することを提

唱した。 

生活の質 ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）ともいい、物理的な豊

かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を

含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念のことを

いう。 

た行 地産地消 地域で生産されたものを地域で消費しようとする考え方の

こと。 

適正な飲酒量 厚生労働省は「健康日本２１」の中で、「節度ある適度な飲

酒」を（通常のアルコール代謝能を有する日本人においては）

1日平均純アルコールで２０ｇ程度と定義している。また、

男性は 1日４０ｇ以上、女性は１日２０ｇ以上の飲酒で生活

習慣病のリスクが高まると定義している。 

＊純アルコール 20ｇ程度とは、「ビール中ビン 1本（500

ｍｌ）、日本酒 1合、チュウハイ（7％）350ｍｌ缶 1本、

ウイスキーダブル 1杯。 

特定健康診査（特定

健診） 

医療保険者（会社等の健康保険組合、市区町村が運営する国

民健康保険等）が実施するメタボリックシンドローム（内蔵

型脂肪肥満）に着目した４０歳以上７５歳未満を対象とした

健康診査のこと。生活習慣を見直すための手段として実施し

ている。 

特定保健指導 特定健康診査を受けた人のうち、メタボリックシンドローム

該当者及びその予備群となった方々に対して、一人ひとりの

状態にあった生活習慣の改善に向けたサポートを実施する。 

は行 

 

８０２０（はちまる

にいまる）運動 

「８０歳で２０本以上自分の歯を保とう」という運動。 

ＢＭＩ（ビーエムア

イ） 

ＢＭＩは、「ボディ・マス・インデックス」の略で、体重と

身長の比率から肥満度を求める計算式。 

ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m） 

フードバンク活動 包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品質には問題

ないが、通常の販売が困難な食品・食材を、NPO等が食品

メーカーから引き取って、福祉施設等へ無償提供するボラン

ティア活動をいう。米、パン、めん類、生鮮食品、菓子、飲

料、調味料、インスタント食品等様々な食品が取り扱われる。 

+１０（プラステン） 今より１０分多く体を動かすこと。+１０により、生活習慣

病やがん、認知症などの発症が低下すると言われている。 
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フレイル フレイルは、直訳すると「虚弱」。加齢とともに、心身の活

力（例えば筋力や認知機能等）が低下し、生活機能障害、要

介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態。 

平均寿命 何歳まで生きるかの平均的な年数。０歳児点の平均余命のこ

と。 

平均余命 ある年齢からあと何年生きられるかという期待値。 

（６５歳平均余命は、６５歳から生存しうる平均年数） 

ま行 メタボリックシン

ドローム（内臓脂肪

症候群） 

内臓肥満に高血糖・高血圧・脂質代謝異常が組み合わさり、

心臓病や脳卒中などの動脈硬化性疾患をまねきやすい病態。

日本では、ウエスト周囲径（おへその高さの腹囲）が男性８

５ｃｍ女性９０ｃｍを越え、高血圧・高血糖・脂質代謝異常

の３つのうち２つに当てはまるとメタボリックシンドロー

ムと診断される。 

や行 要介護 介護保険法に基づく介護サービスを受ける際の分類の一で、

65 歳以上で、寝たきりや認知症などにより常に介護を必要

とする状態。 

要支援 介護保険法に基づく介護サービスを受ける際の分類の一で、

65 歳以上で常時の介護は必要としないが家事や身支度など

日常生活に支援が必要な状態。 

ら行 ライフステージ 人の一生における幼少期・青年期・壮年期・高齢期など、そ

れぞれの段階のこと。 

６０２４（ろくまる

にいよん）運動 

「６０歳で２４本以上自分の歯を保とう」という運動。 

ロコモティブシン

ドローム（運動器症

候群） 

運動器の障がいのために、移動能力の低下をきたして、要介

護状態になっていたり、要介護になる危険の高い状態をい

う。 

わ行 ワークライフバラ

ンス 

「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といっ

た「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させ

る働き方・生き方のこと。 
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